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令和５年第３回板野町議会定例会会議録（第２日）

日 時 令和５年９月１１日（月） 午前１０時００分 開会

議事日程

日程第１ 一般質問

日程第２ 報告第 １ 号 専決処分の承認を求めることについて

令和５年度 板野町一般会計補正予算（第３号）

日程第３ 報告第 ２ 号 令和４年度 板野町土地開発公社決算状況の報告について

日程第４ 報告第 ３ 号 令和４年度決算に係る板野町健全化判断比率及び資金不足比率の

審査の報告について

日程第５ 議案第 １ 号 板野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例等の一部改正について

日程第６ 議案第 ２ 号 板野町手数料条例の一部改正について

日程第７ 議案第 ３ 号 令和４年度 板野町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第８ 議案第 ４ 号 令和４年度 板野町特別会計国民健康保険歳入歳出決算認定について

日程第９ 議案第 ５ 号 令和４年度 板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算認定について

日程第10 議案第 ６ 号 令和４年度 板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第11 議案第 ７ 号 令和４年度 板野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第12 議案第 ８ 号 令和４年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計歳入歳出

決算認定について

日程第13 議案第 ９ 号 令和４年度 板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計歳入歳出

決算認定について

本日の会議に付した事件 議事日程に同じ

出席議員（１１名）

１番 三 原 大 輔 君 ２番 根ヶ山 昇 君

３番 大 西 正 一 君 ４番 水 口 昭 彦 君

５番 奥 尾 周 二 君 ６番 東 條 昭 二 君
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７番 松 浦 昶 君 ８番 天 羽 生 美 君

９番 西 川 有 君 11番 石 田 実 君

13番 犬 伏 博 昭 君

欠席議員（１名）

12番 吉 岡 輝 昭 君

説明のために出席した者

町 長 玉 井 孝 治 君 副 町 長 東 根 弘 幸 君

教 育 長 谷 川 健 二 君 総 務 課 長 髙 橋 三 惠 君

税 務 課 長 三 木 正 文 君 福 祉 保 健 課 長 楠 本 剛 君

建 設 課 長 毛登山 悦 雄 君 水 道 課 長 松 浦 賢 治 君

環 境 生 活 課 長 末 岡 稔 久 君 会計管理者兼出納室長 山 本 敏 彦 君

人権ｺﾐｭﾆﾃｨ課長 岡 田 加代子 君 下 水 道 課 長 晃 曻 政 治 君

子ども家庭総合支援センター所長 吉 本 洋 時 君 住 民 課 長 山 田 裕 子 君

教育委員会次長 井 内 幸 美 君 産 業 課 長 淺 井 直 美 君

議場に出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 松 長 徹 君 議会事務局係長 村 上 愛 実 君

午前１０時００分 開会

○議長（犬伏博昭君） おはようございます。会議に先立ち、欠席などの届けが参っておりますの

で御報告申し上げます。１２番吉岡輝昭議員・橋本代表監査委員が所用のため欠席をします。

ただいま、出席議員は１１名であります。定足数に達しておりますので９月１日に引き続き再開

をします。直ちに本日の会議を開きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第１、一般質問を行います。一般質問の通告順序を申し上げます。

１番三原大輔議員・１１番石田 実議員・８番天羽生美議員、以上の３名でございます。通告順

に質問を許します。１番三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） それでは、早速、一般質問を始めていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いします。一つ目、「災害時における廃棄物の処理について」お聞きしたいと思います。

日本では、昨今、平成２３年に発生した東日本大震災以降も毎年のように大規模な災害が発生し、
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今後も四国、徳島県においては、特に中央構造線による直下地震や南海トラフ巨大地震など、東日

本大震災を大きく上回る激甚な被害をもたらす災害の発生が懸念されております。

また、近年、時間雨量５０㎜を超える非常に激しい雨が頻発するなど、雨の降り方が局地化・集

中化・激甚化していく傾向にあり、広島市での土砂災害や茨城県常総市での水害など、大規模な土

砂災害や水害を招く要因になっております。このような自然災害のたびに家屋などに被害が発生し、

コンクリートガラや木屑・廃家電などの廃棄物が大量に発生しており、環境省では、このような非

常災害により生じた廃棄物を「災害廃棄物」と定義しているそうです。これらの災害廃棄物は、人

の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の

保全及び公衆衛生上の死傷の防止の観点から、その適切な処理を確保しつつ、円滑かつ迅速に処理

していかなければならないと、廃棄物の減量、その他、その適正な処理に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための基本的な方針に示されています。これら災害廃棄物の特徴も環境省が示

していて、「１．平時に家庭から排出される一般廃棄物や事業所等から排出される産業廃棄物と異

なり、突発的・一時的に大量に発生する。」「２．産業廃棄物と同様で、処理方法が多様となる例

も少なくない。」「３．法的区分では、一般廃棄物に区分され、その処理責任は一時的に市町村と

されているものの、平時の廃棄物処理に係る実務知識だけでは適正に処理することが困難というこ

とも想定される。」とされています。そのため、実際、災害があった場合には、その廃棄物の処理

について、様々な問題が起こってきました。特に大きな問題となってきたのが、災害廃棄物の仮置

場の問題です。

例えば、学校に隣接した場所を仮置場に選定したため、災害廃棄物に起因した生徒の健康被害や

学習環境の悪化が問題視されたり、仮置場でハエ・蚊・ネズミが発生し、周辺の避難所での感染症

などが懸念されたことから、殺虫剤・殺鼠剤や消石灰を散布するなどの対策が必要になったり、仮

置場の面積不足のために高く積み上げられた災害廃棄物が圧密・腐敗・発酵により温度が上昇し、

火災が発生したりしています。そのため、災害廃棄物の処理は迅速に行わなければなりません。

環境省も、災害廃棄物の処理は、生活環境の保全に非常に重要であり、その処理に当たっては、

処理主体である市町村における災害廃棄物処理計画の策定等に基づいた迅速かつ適正な初動対応が

重要としています。初動対応で、住民誘導が遅れると住民がどこにごみを出したらよいのかわから

なくなり、あらゆる場所に災害ごみが積み上げられるおそれも出てきます。

そこで、質問しますが、まず１点目、板野町は「災害廃棄物処理計画」を策定していますか。策

定しているならば、廃棄物が出たときの処理フローなどがあると思われますが、重要とされる初動

対応について具体的に盛り込まれておりますか。答弁よろしくお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 末岡環境生活課長。

［環境生活課長（末岡稔久君）登壇］

○環境生活課長（末岡稔久君） １番三原大輔議員さんの「災害時における廃棄物の処理につい

て」の１点目の御質問に対して、答弁させていただきます。
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板野町では、今後、大規模な災害が発生した場合に備え、「板野町災害廃棄物処理計画」を平成

３０年２月に策定しております。災害発生後に、被害状況の把握や災害廃棄物などの発生量の推計

などに努め、仮置場の設置や災害廃棄物の分別方法などが処理フローにうたわれております。

また、災害廃棄物の最終的な処分としまして、令和５年１月には、徳島県産業資源循環協会及び

ジェムカ株式会社と「災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書」を結んでおります。

この協定は、災害廃棄物の撤去及び収集運搬・処分などの協力に関しての協定となっており、被災

後に迅速な行動ができる徳島県産業資源循環協会と、県外の会社であるジェムカ株式会社は、板野

町への交通手段が複数あるため、広域災害発生後でも滞りなく災害廃棄物を処理できるような体制

となっております。

以上で、１番三原大輔議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） 先ほどの答弁では、「災害廃棄物処理計画は、策定している。」というこ

とと、「廃棄物ができたときの処理フローなどもしっかりある。」ということを答弁頂いたんです

けど、具体的な初動の対応は、まず、災害が発生してどうするのかというのをもうちょっと具体的

に教えてほしいんですけど、よろしくお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 末岡環境生活課長。

［環境生活課長（末岡稔久君）登壇］

○環境生活課長（末岡稔久君） １番三原大輔議員さんの再問に対して、答弁させていただきます。

まず、災害発生後の初動対応といたしましては、まず、災害発生後、建物被害棟数を把握し、そ

れに併せまして水害などの把握。次に、災害廃棄物などの発生量の推計。次に、処理見込量の把握。

それと、仮置場の設置。こういったところが初動対応の内容となるかと思われます。

以上で、１番三原大輔議員さんの再問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） 初動を重要視されているのではなかろうかと思うんですが、まず、今後も

うちょっと具体的な内容を盛り込んでいただいたり、例えば、演習とかの中で、そういう初動の演

習みたいなものをしていくと、実際に災害が起こったときに、すぐに動けるのではなかろうかと思

いますので、そういうことも検討していただけたらなと思います。

では、二つ目です。先ほども申しましたが、災害廃棄物の仮置場は、様々な諸問題が発生します。

それら諸問題に対応できる場所や管理体制を想定していますか。具体的にどこに仮置場を置くのか

など教えていただけたら有り難いので、答弁よろしくお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 末岡環境生活課長。

［環境生活課長（末岡稔久君）登壇］
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○環境生活課長（末岡稔久君） １番三原大輔議員さんの「災害時における廃棄物の処理につい

て」の２点目の御質問に対して、答弁させていただきます。

現在、災害廃棄物の仮置場は、ソフトパーク・いたの第１区画を想定しております。臭気衛生対

策や火災防止対策など仮置場の管理も災害廃棄物処理計画に策定しており、被災後も町民の皆様に

できるだけ不安を与えないよう、環境衛生を十分考慮しております。

また、令和２年度に徳島県及び徳島県産業資源循環協会と災害廃棄物処理の演習を行い、昨年度

には阿波市・上板町と合同で災害廃棄物仮置場実施訓練を実施しており、災害時に対応できるよう

準備を行っております。平成３０年２月に策定しました「板野町災害廃棄物処理計画」につきまし

ても、先ほど、答弁させていただきました災害廃棄物処理などの協力や、災害廃棄物に関する研修

や実施訓練などで得た知識などを盛り込み、より実効性の高いものに適宜、計画の更新を行いたい

と考えております。

以上で、１番三原大輔議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） 仮置場を想定した実施訓練などを適宜、行っているということで素晴らし

いなと思います。訓練しながら計画の更新もしていくということで、とても心強いと思いますが、

ちょっと一つ気になったんですけど、ソフトパーク・いたのって、教育センターの下の所だと思う

んですけど、あれって運搬ルートが一本しかないと思うんですけど、それって運搬ルートがもし、

崩れた場合とかでも、大丈夫なんでしょうか。ちょっとそこが気になったので、ちょっとそのあた

りちょっとどう考えているのか教えていただけたらなと思います。

○議長（犬伏博昭君） 末岡環境生活課長。

［環境生活課長（末岡稔久君）登壇］

○環境生活課長（末岡稔久君） １番三原大輔議員さんの再問に対して、答弁させていただきます。

ソフトパーク・いたのに通じるルートは１ルートしかございませんが、今のところ、その災害で

そのルート自体が遮断されるということは想定しておりません。

現在、二車線の道でございますので、全部遮断されるということにはならないのかと考えており

ます。もし、災害でルートが遮断された場合、まず、そこを第一に復旧して対応していきたいと考

えております。以上で、１番三原大輔議員さんの再問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） ありがとうございました。答弁ありがとうございました。できたら、実施

訓練の中にそういう想定も踏まえて訓練していただけたら、すごい心強いなと思いますので、今後、

どうぞよろしくお願いします。１問目の最後の質問に移ります。

現在、中央広域環境センターでは、溶融炉での焼却方式でごみ処理を行っていますが、今後は、
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トンネルコンポストでの燃料化方式に変わっていきます。溶融炉だと、災害廃棄物も焼却処理でき

るのではないかと考えますが、緊急時のために溶融炉を現存させておく必要はないのでしょうか。

どうか考えの方を答弁していただけたらと思います。よろしくお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 末岡環境生活課長。

［環境生活課長（末岡稔久君）登壇］

○環境生活課長（末岡稔久君） １番三原大輔議員さんの「災害時における廃棄物の処理につい

て 」の３点目の御質問に対して、答弁させていただきます。

現在、中央広域環境センターは、２市２町の一部事務組合で運営しておりますが、令和７年８月

以降は、吉野川市を除く１市２町での運営となります。施設運営に関しましては、一部事務組合の

ため、板野町としての回答は控えさせていただきたいと思います。

現在、中央広域環境センターでは、災害発生時でも通常の燃やせるごみの処理をしなければなら

ず、災害廃棄物は対応できません。議員さんも十分、御承知のとおり、現在の中央広域環境センタ

ーは、地元住民との協定により、稼働は２０年となっておりますので、２０年が経過した令和７年

８月以降は、稼働することができません。

新ごみ処理施設につきましては、事業主体の中央広域環境施設組合が運営方法などの再検証を行

っており、引き続き、「トンネルコンポストでの燃料化方式」で、これまでの計画どおり２０２５

年８月の稼働を目指し進めております。

以上で、１番三原大輔議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） 答弁ありがとうございました。まず、板野町の意見だけでは、なかなか進

まないのがよくわかります。ただ、こういう意見もあるということだけ知っていただけたら有り難

いなと思います。答弁ありがとうございました。

続いて、次の質問に移りたいと思います。二つ目、「小中学校の熱中症対策について」お聞きし

たいと思います。気温が高くなるシーズンに注意したいのが熱中症です。しかも、今年の夏につい

ては、気象庁は６月から８月までの日本の平均気温がこれまでで最も高かった２０１０年を上回り、

過去最高を更新する見込みであることを明らかにしました。７月に関しては、特に記録的な暑さが

続き、この１２５年間で最も暑い７月になったそうです。

今回、板野中学校に在籍する子どもを持つ保護者から、熱中症対策についての訴えを聞きました

ので、それを踏まえ、板野町の小中学校の熱中症対策について、いくつかお聞きしたいと思います。

まず、一つ目は、「小中学校の特別室のエアコン設置状況について」お尋ねします。各小中学校

に問合せを行って直接、設置状況を確認したのですが、各小中学校エアコンが設置されている特別

室の箇所がバラバラで、参考までに言うと、西小学校は、家庭科室にはエアコンが設置されている

が、理科室にエアコンがありません。南小学校は、理科室にエアコンは設置しているが、家庭科室
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にはないという西小学校とは逆パターンとのこと。東小学校については、理科室にも家庭科室にも

エアコンが設置されていないとのことでした。各３小学校とも、理科室も家庭科室も使用頻度は、

それなりに高いため、早く導入してほしいという意見がありました。

中学校は、理科室・技術室にエアコンが設置されておらず、学生の使用頻度は、理科室の方が高

いが、技術室に至っては、技術教員は常に技術室で仕事をしているので、現状とても過酷な環境に

あるとのこと。できれば、小中学校の特別室のエアコン設置を進めていってほしいと考えます。

そこで、質問します。板野町の小中学校の特別室のエアコン設置については、各小中学校まちま

ちな状況。現状の気温を踏まえると早急に設置していかなければいけないのではないかと考えます

が、今後、小中学校の特別室へのエアコンの増設は検討しているのでしょうか。町の考えをお聞か

せください。よろしくお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 井内教育次長。

［教育委員会次長（井内幸美君）登壇］

○教育委員会次長（井内幸美君） １番三原大輔議員さんの御質問の「小中学校の熱中症対策につ

いて」の１点目の御質問に答弁をさせていただきます。

板野町の「小中学校のエアコン設置について」ですが、普通教室については、全ての教室で設置

が完了しております。特別教室についても、順次、使用頻度の高い教室からエアコンの設置を進め

ております。

昨年度は、板野中学校の少人数教室にエアコンを設置いたしました。今年度は、板野東小学校の

講堂にエアコンを設置する予定にしており、災害時には、地域住民の方々の避難所としても利用い

たします。エアコンを設置することで、授業中の集中力が高まり、夏場の熱中症対策や健康面での

効果も期待できます。

今現在、各学校の特別教室で、東小学校では６教室中３教室。西小学校では６教室中４教室。南

小学校では６教室中５教室。板野中学校では９教室中５教室に既に設置されております。エアコン

導入には、熱中症対策の観点から、引き続き、計画的に特別教室を含む全教室に設置していきたい

と考えております。以上で、１番三原大輔議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） 答弁ありがとうございました。随時、エアコンを設置していくということ

で、非常に心強い答弁だったと思います。計画的にということだったんですが、ちょっと一つ気に

なったので、ちょっとまた、再問させてもらいたいんですけど、なぜ、西小学校は理科室にあって、

家庭科室にないとか、そういう各小学校でバラバラな状況だったりするんですかね。一気に理科室

だけ全部増やすとかではなくて、何か意図があったのでしょうか。ちょっと気になったので、再問

させてもらいたいと思います。

○議長（犬伏博昭君） 東根副町長。
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［副町長（東根弘幸君）登壇］

○副町長（東根弘幸君） １番三原議員の再問につきまして、答弁をさせていただけたらと思いま

す。今、私の方で先ほど、計画的に進めていくということでございました。ただ、それにつきまし

ても、私の方で勝手にするわけではございません。当然、学校の方から使用頻度の高い、これから

やってくれるかということで、要望に基づいて設置をしているということでございます。よりまし

て、学校の方からの要望によってやっておりますので、私の方は、問題なく進めていっておるとい

うふうに考えております。以上でございます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） 答弁ありがとうございました。学校の要望ということで、要望が各それぞ

れ違うのは、もちろん当然だと思います。質問したのは、ただ、教育環境に差異があったりしない

のかなということがちょっと気になったので、質問させてもらいました。エアコンの増設、どうぞ

よろしくお願いします。では、二つ目の質問に移ります。

次に、二つ目ですが、「小中学校に設置されている冷水機について」お聞きしたいと思います。

熱中症予防として水分の補給が大事であることは、御存じの方も多いと思います。

現在、板野町の小中学校では、マイボトル、水筒を持参し、水分補給を行っています。医師など

の専門家も、「熱中症の予防対策として、適切な水分補給は基本。」と意見していますとおり、十

分な水分補給ができないと脱水症になってしまい、体の熱をうまく発散できなくなって体温が上昇

し、熱中症へとつながります。

私は、中学３年生と１年生、そして、小学校６年生の子どもがおり、マイボトルを持参し、登校

しています。３人とも、ボトル容量は５００mlから７５０mlほどで、水か麦茶若しくはスポーツド

リンクを入れていますが、板野中学校では、もちろん部活動も活発であり、多くの学生がスポーツ

部に属しています。真剣に取り組んでいる学生ほど、よく練習し、その分、多くの汗をかいている

ことは間違いないでしょう。

昨今の夏の気温状況では７５０ml程度の水分量では足りない場面も多いそうで、そういうときに

どうするかというと、学校に設置されてある直接飲むタイプの給水機の水をマイボトルに補充する

そうです。スポーツ部に属している子どもは１，０００mlや、それ以上のマイボトルを持参してい

るそうですが、それでも水分不足になりがちだと、その保護者らからの訴えも聞いています。

そこで、考えてほしいのですが、中学校には直接飲むタイプの冷水機しか置いておらず、なおか

つ、新型コロナ感染症予防のため、衛生上、余り推奨されないということで、冷水機に「直飲み注

意」と注意書きがされています。実際に見てきて、冷水機に触れてみてわかったのですが、この仕

組みだとマイボトルに水を補充しにくく、使い勝手も悪いし、あえて、そこから給水しようという

気がなかなか起きません。自動販売機の設置に関しては、現場の教師によると、「学生同士の金銭

トラブルが発生してしまうリスクも高いので難しい。」と聞きました。インターネットで調べてみ
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ると、最近では、新型コロナ感染症対策で、各学校の冷水機が直飲みタイプからボトル給水タイプ

へと、どんどん切り替わっているそうです。ボトル給水タイプだと、感染症を気にすることなく水

分補充ができるようになります。

ちょっとここで、給水機のパネルを持ってきたので、ちょっと参考にしてください。

（パネルを表示する）

今、中学校にある給水機は、こういうボタンを押したら水が出て直接口を付けるタイプの給水機

です。大分、古くなってきて、学生が古いのをカモフラージュするように、こういうのを作ってい

るんだと思いますけど、ちょっと小っちゃく、ここに黄色で「直飲み注意」と、直飲みタイプなん

ですけど、「直飲み注意」と書いてあるという、ちょっと面白い状況になってるんですけど、これ

が今の現状です。今、ちょっとこれから、はやってきてて、どんどんと設置が進んでいるタイプの

ボトル給水型の冷水機がこういうタイプです。水筒とかマイボトル、水筒を置いてボタンを押すと、

そこに冷水が補充されるという、こういうタイプがどんどん設置されていっているそうです。

（パネルを表示する）

ウォーターサーバーに近いんですけど、しっかりした冷水機になっております。

これらも踏まえて質問しますが、現在、板野町の小中学校では、新型コロナ感染症の対策で、衛

生面からも利用自体、推奨されない直飲みタイプの冷水機が設置されていますが、この機に今、は

やりのボトル給水用冷水機の設置・導入を検討してみてはいかがでしょうか。ボトル給水用冷水機

に変えることで衛生面からも安全ですし、水分の補充も容易にできます。粉末タイプのスポーツド

リンクも容易に作れるようになり、適切な熱中症対策になります。いかがでしょうか。答弁よろし

くお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 井内教育次長。

［教育委員会次長（井内幸美君）登壇］

○教育委員会次長（井内幸美君） １番三原大輔議員さんの御質問の「小中学校の熱中症対策につ

いて」の２点目の御質問に答弁をさせていただきます。

小中学校での熱中症対策の一環として、各学校に冷水機を設置しております。保健衛生面から冷

水機の使用方法については、学校でも適切に指導を行っており、また、水質検査も学校薬剤師会に

依頼し、安全管理に努め、衛生面でも安全に使用できるようにしております。

熱中症対策として、水分補給の重要性は認識しており、こまめな水分補給の注意喚起等、指導を

行っております。また、児童生徒各自が水筒を持参し、水分補給をしております。冷水機からボト

ル給水用冷水機への変更については、購入経費や設置費用も必要となることから、各学校に設置し

ております冷水機を使用し、ボトル給水用冷水機への変更を検討することは考えておりませんが、

設置されている冷水機が少ない学校については、冷水機の充実に向けて検討してまいります。

御家庭にも御負担をお掛けしますが、児童生徒の水分補給などの熱中症対策に御理解と御協力を

賜りますよう、お願いいたします。
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以上で、１番三原大輔議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） 答弁ありがとうございます。私が考えていたのは、一度に全部交換すると

いうことではなくて、例えば、中学校に一時的に導入するとか、そういうことをちょっと考えてみ

たらどうかということだったんですけど、経費のことも、それはもちろんあると思いますし、先ほ

どの答弁で、「少ない所からまた増やす。」とかというような答弁だったと思うんですけど、その

少ない所をまた補充するのは、やっぱり同じように直飲みタイプのやつなんでしょうか。それとも、

そこでちょっと増やそうかと思うところでボトル給水型を考えていただけるんでしょうか。そのあ

たり、ちょっと、もうちょっと突っ込んで聞きたいので、再答弁よろしくお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 谷川教育長。

［教育長（谷川健二君）登壇］

○教育長（谷川健二君） １番三原大輔議員さんの再問について、答弁させていただきます。

先ほど、次長の方から冷水機が少ない学校につきましては、冷水機の充実に向けてという答弁を

させていただきました。コロナのまん延している時には、小中学校におきましては、いわゆる感染

症予防のため、冷水機の使用等を控えている時期もございました。

しかしながら、今現在の冷水機につきましては、自動で、例えば、余り飲んでいない時間帯につ

きましては、自動で洗浄されたり、先ほど、答弁申しましたけども、薬剤師等に、あるいは、学校

の養護教諭等が適切に巡回もして、安全面については確保しております。

また、児童生徒の方にも当然ですけれども、直飲みについては、しないように等の指導は、以前

からも行っておりまして、これからも指導していきたいと思っておりますので、先ほど、申しまし

たように、冷水機の設置を増やしていくということで、そういう対応で検討してまいりたいと思っ

ておりますので、御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。

以上で、三原大輔議員さんの再問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） 冷水機を増やしてくれるのは、すごい有り難いなと思います。僕が聞きた

かったのは、増やしてくれる冷水機の中にボトル給水用の冷水機があればいいなという、そういう

質問だったんですけど。また、聞きたいと思います。答弁ありがとうございました。

続いて、次の質問に移ります。「国民健康保険法第４４条の制度利用について」お聞きしていき

たいと思います。国民健康保険法の第４４条とは、「市町村及び組合は、特別な理由がある被保険

者で、保険医療機関等に第４２条又は前条の規定にある一部負担金を支払うことが困難であると認

められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。１．一部負担金を減額すること。２．

一部負担金の支払を免除すること。３．保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接
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徴収することとし、その徴収を猶予すること。」とされており、６０年以上前の昭和３４年には、

厚生省から各都道府県に対して、保険者である自治体に国民健康保険法第４４条の周知徹底と、そ

の適正な実施がされるよう技術的助言がされております。この法律は、平たく言うと、今まで安定

した所得があった方が急な災害や事業の失敗・失業などにより著しく所得が低下した方に対して、

医療費の徴収猶予と減免、その期間内の保険料の減免が受けられるという法律です。

しかし、この法律を採用するかどうかは、保険者である各自治体の判断に任せられており、住ん

でいる地域によっては、利用することができません。この制度が利用できない地域にお住まいの方

で、医療費の支払に行き詰まり、非常に困難な生活に陥ってしまったというケースを私は知ってい

ます。どうして自治体によって法律で明記されている制度を利用できる地域と、そうでない地域が

あるのか不思議に感じ、徳島県内では、どの自治体がこの国民健康保険法第４４条を制度化してい

るのか調べてみました。すると、徳島県内２４自治体のうち、制度利用ができる自治体は、徳島市

・鳴門市・阿南市・石井町・神山町・藍住町・上板町の７自治体であることがわかりました。人口

規模の大きい自治体が入っており、徳島県民の半数以上がこの制度を利用できることになっていま

すが、我が町、板野町は入っておりません。３年前から新型コロナ感染が全国的にパンデミックし

たことで、倒産や失業した方がこれまで以上の割合を占める、この時期にこそ必要な制度だと感じ

ましたが、なぜ、板野町は、現時点においても、この制度利用を行わないのか疑問を感じます。

そこで、質問していきたいと思います。まず、１点目、先ほども申しましたが、新型コロナ流行

が始まって、失業や倒産が続く中、板野町では、国民健康保険法第４４条の制度利用を行わないの

は、なぜなのか理由をお聞かせください。答弁よろしくお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） １番三原大輔議員さんの質問事項３．「国民健康保険法第４４条の制

度利用について」の１点目の御質問に対し、答弁をさせていただきます。

国民健康保険法第４４条では、「特別な事由により一部負担金を支払うことが困難となった場合

に、減額や免除をすることができること。」となっており、板野町におきましては、給付規定に記

載はありますが、対象の基準が生活保護認定の基準と大きく差異がなく、具体的な要領の定めはな

い現状でございます。以上で、１番三原大輔議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） 今の答弁では、「国民健康保険法第４４条の制度利用については、生活保

護と差異はない。」という答弁だったと思うんですけど、ちょっとこれ言い換えたら、「そういう

方は、生活保護を制度利用してください。」というふうに聞こえるんですけど、ちょっとこれ、そ

ういうふうに聞こえてしまったので、もう１回、再問したいんですけど、そうではないと思うんで

すけど、ちょっともう一度、答弁をお願いします。
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○議長（犬伏博昭君） 山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） 生活保護につきまして、そういうのを強制とか、そういう意図で申し

上げたものではございません。ただ、厚生労働省の通知で、「収入の判定をするのに生活保護法に

基づく基準を用いる。」となっているため、そういう言葉を使わせていただきました。特に生活が

苦しいんだったら、生活保護に申請してくださいという、そういう意図ではございません。

以上で、三原議員さんの再問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） ありがとうございました。では、生活保護以外に次の質問につながるわけ

ですが、板野町には、国民健康保険法第４４条に代わる板野町独自の救済措置などというものはあ

るのでしょうか。答弁お願いします。

○議長（犬伏博昭君） 山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） １番三原大輔議員さんの質問事項３．「国民健康保険法第４４条の制

度利用について」の２点目の御質問に対し、答弁をさせていただきます。

窓口負担につきましては、年齢や所得の状況に応じて、１か月当たりの負担限度額が定められて

おり、限度額適用認定証があれば、それ以上の窓口負担はありません。

また、国保税に関しましては、所得額に応じて、軽減措置が設けられており、非自発的な退職を

余儀なくされた方についても、前年度の所得額を３割相当額で算定する措置があり、コロナ感染症

が２類相当であった時は、コロナにより収入が減となった方にも税の減免措置がありました。いず

れも国の施策であり、町独自では１８歳以下の方が対象の、はぐくみ医療につきまして、対象年齢

の拡大、窓口負担分の助成を行っております。

以上で、１番三原大輔議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） 町独自の対策は、取っていないということだったので、３番目の質問に続

くのですが、最後に質問します。徳島市・鳴門市・阿南市・石井町・神山町・藍住町・上板町の７

自治体がこの制度利用は必要だと感じ、採用しています。板野町でも、この制度の利用を検討して

みてはいかがですか。答弁お願いします。

○議長（犬伏博昭君） 山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） １番三原大輔議員さんの質問事項３．「国民健康保険法第４４条の制

度利用について」の３点目の御質問に対し、答弁をさせていただきます。
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国民健康保険の給付の増加は、県への納付金の増加、ひいては被保険者の皆様への負担増につな

がる可能性もございます。また、板野町の国保の現状といたしまして、県から示される標準の保険

料率は県内で一番高い状況となっており、実際に納付いただく保険料率も、かなり上位な状況とな

っております。

町の国保の財政状況について、安定的に運用できているとはいえない現状であり、平成２６年に

他の議員さんからも御質問がありましたが、慎重に検討してまいりたいと思いますので、御理解賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上で、１番三原大輔議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 三原大輔議員。

［１番（三原大輔君）登壇］

○１番（三原大輔君） 慎重ですけど、慎重に検討してくださるということで答弁していただいた

ので、ありがとうございました。私は、一旦、生活保護世帯になってしまうと、そこから抜け出す

のが難しいっていう方を多く見てきたので、そういった隙間ですけど、この制度を享受できる方は、

やっぱり人数割合にしたら、すごい少ないかもしれないんですけど、やっぱり、その前段階で救済

できる制度っていうのがいくつもあってもいいんじゃないかなと思いましたので、是非、検討して

くれたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

最後にですが、私、昨日、道の駅「いたの」で行われていた「防災フェスタ」に参加してきまし

たが、多くの参加者があり、町民も防災意識を持たれていることを知ることができ、とてもよかっ

たです。若い世代の方も多く参加されており、防災への関心の高さが伺えました。

本日も、最初に防災関連の質問を行いましたが、今後、未曽有の大災害のリスクを抱えている地

域の一員として、町民の声の代弁者として、引き続き、防災への提言を続けていきたいと考えてお

ります。今日は、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

○議長（犬伏博昭君） 以上で、１番三原大輔議員の一般質問は終了いたしました。

ここで、小休します。

午前１０時４４分 小休（消毒作業）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１０時４５分 再開

○議長（犬伏博昭君） 小休前に引き続き、再開します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 引き続き、一般質問を行います。１１番石田 実議員。

［１１番（石田 実君）登壇］

○１１番（石田 実君） それでは、私の一般質問をさせていただきます。よろしくお願いをいた

します。まず、「高齢者支援について」の１点目でありますが、介護認定を受けた要介護１から５

までの非課税世帯を対象におむつ支給をしてはどうか。と、こういう質問でございます。
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「第８期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画」というのがございます。この中で、アンケート

の結果が報告をされております。２３ページで、まず、「主な介護者の就労について」が書かれて

おります。介護者の就労継続の意識を尋ねる項目で、アンケートに応じた６２．９％が「問題を抱

えながら、介護と仕事の両立に負担を感じている」としています。また、「仕事を続けていくのは、

やや難しい」・「続けていくのは、難しい」が２５．７％となっております。

また、現在の生活を継続していくため、主介護者が不安を感じる介護については、「入浴など」

３６．４％、「認知症への対応」が３２．７％、「日中・夜間の排泄」２８．２％と２７．３％と

なっております。こうした介護に対する実態、財政的にも厳しい実態があります。もともと、介護

保険は、家族介護から社会が支える介護へということで始まりました。しかし、アンケート結果か

らわかるように、介護のため仕事に就けない、生活も厳しい状況が生まれていることは想像できま

す。そうしたことを少しでも改善しなくてはならないと、私は思っております。

そこで、一例ではありますが、おむつ支給について、一つ、各自治体のことを少し述べておきた

いと思います。那智勝浦町では、市町村特別給付として紙おむつ給付支援が行われております。内

容を紹介しますと、要介護１から要介護５までを対象とし、紙おむつ・尿とりパッドを支給する。

支給金額は、購入費用の９割、上限を１か月５，０００円として年４万２，０００円としています。

また、同じく山形県庄内町では、介護保険市町村特別給付事業として、やはり、おむつ支給、高

齢者外出支援が行われており、要支援・要介護認定を受けている６５歳以上の在宅の方となってお

ります。こうした取組は各地でも行われております。是非、本町でも認定を受けた要介護１から５

までの非課税世帯を対象におむつ支給をしていただきたいと思いますが、どうでしょうか。質問い

たします。答弁をお願いいたします。

○議長（犬伏博昭君） 楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） １１番石田 実議員さんの質問事項の「高齢者支援について」の

１点目の御質問に対し、答弁をさせていただきます。

介護保険に係る、おむつなど介護用品の支給につきましては、平成２７年、厚生労働省通知によ

り、原則として任意事業の対象外とされましたが、平成２４年度に実施しており、かつ、介護保険

事業計画に位置づけがされている市町村に限り、特例継続、経過措置的に国や県の負担率が大きい

介護保険任意事業として実施がされてきましたが、それも来年３月が期限となっています。

国の方針からも、今後、おむつ等の支給を行う場合、保険料で１００％徴収するか、町単独での

事業となるため、実施は難しいと考えております。

以上で、１１番石田議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

よろしくお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 石田 実議員。

［１１番（石田 実君）登壇］
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○１１番（石田 実君） しかし、これも今まで延長、延長で、市町村のおむつ給付のことで、厚

労省も延長、延長で、きとるというふうに言うております。ですから、そういう意味では再度、延

長があるというふうなことも聞いております。ですから、各市町村も、そのまま維持されるもの、

というふうに私は認識をしております。

他の市町村は、先ほども言いましたが、介護保険制度も利用しながら、市町村特別給付として、

おむつの支給があります。問題と思っているのは、介護保険で施設入所している人は、おむつの支

給があります。しかし、在宅では支給されないという矛盾があります。この矛盾について再問した

いと思いますが、どう思われますか。また、そのおむつ支給の検討も併せてしていただきたいと思

うんですが、ちょっとそのことで再問しますので、答弁をお願いいたします。

○議長（犬伏博昭君） 楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） １１番石田 実議員さんの再問について、御答弁申し上げます。

介護保険の任意事業ですが、例外的にずっと継続していて、前々から行っていた場所に経過措置

的に国の負担が４０％、県の負担が２０％の特別な事業として認められており、３年前に１回継続

されて、次の継続はどうなるかは、まだ連絡を頂いてない状態でございますが、その際、行ってい

た、その事業を行っていた所だけがそれを認められるようになっているので、「うちがやりたいで

す。」と手を挙げたのでは、その事業には入れないことになっています。

あと、高齢福祉に係る介護用品のおむつ支給といたしましては、要介護４又は５の方で、本人・

介護者ともに非課税であることを条件に、施設入所者でない場合に月額が５，０００円、年間６万

円で、現在、板野町の方でも補助は行っております。

以上で、石田議員さんの再問の答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 石田 実議員。

［１１番（石田 実君）登壇］

○１１番（石田 実君） はい。この次の「第９期介護保険事業計画」、この中にやはり、「計画

及び高齢者福祉計画」、これにやっぱり策定する必要があるんだろうというふうにも思うんですが、

是非、そういう所にも盛り込んでいただいて、市町村でやっぱり、もし、できないのであれば、市

町村で、その対策を講じていただきたいというふうに思うんです。

先ほども、任意事業で行っているというのは、家族介護支援事業のことを言ったんだろうという

ふうに思うんですが、やはり、家族介護支援事業というのは非常にやっぱり厳しい。それで、介護

保険を利用すれば、支給はされない。というふうな内容に家族介護支援事業は、なっております。

ですから、これでは、やはり、そういった働く、いわゆる家族の中で、高齢者を抱えるというふう

なことになりますと、先ほども約３割の方が仕事に就けない。なおかつ、おむつとかいうのは、や

っぱり買えなくてはならないというふうなこともなっておりますので、是非、やはり、検討してい

ただきたいというふうに思います。
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最後になりますので、少しまた、ちょっとお話しさせていただくんですが、先ほども言いました

けど、おむつに関しては、非課税世帯にとっては負担が非常に大きいわけです。

愛媛県東予市は、市町村特別給付の対象を「要介護１から要介護５の認定を受けている人」、２

番目に「在宅で介護を受けている人」、３番目に「紙おむつを必要としていること」、非常にわか

りやすい内容となっております。また、この事業を実施した背景も書かれておりましたので、少し

言いますと、「施設サービスでは、おむつは介護給付の対象であり、在宅では支給されないため、

配慮が必要だというふうに考えた。」と、こういうふうに書かれております。私も当然だと思いま

す。是非、検討をしていただきたいというふうに思います。

それでは、次に２点目の方に入ります。自動車運転免許を自主返納した６５歳以上～７５歳未満

にタクシー券を支給してはどうか。と、こういう質問であります。７５歳未満としたのは、既に７

５歳以上のほぼ全ての人に支給されているため、７５歳未満というふうにしました。その自主返納

とは、運転免許証が不要になった方や、加齢に伴う身体機能の低下などのため、運転に不安を感じ

るようになった高齢者ドライバーの方が自主的に運転免許証を返納するということになります。

徳島県警交通企画課のチラシによりますと、自主返納した場合は、運転経歴証明書の申請をし、

交付されたら、それを提示することによって、様々な特典が受けられるというものです。詳しくは、

徳島県のホームページを見てくださいとなっております。やはり、運転免許証を返納した場合、役

場に来るとか、買物に出掛けるなど移動するにも不便を感じます。

そこで、６５歳以上から７５歳未満で運転免許証を返納して、それを証明する運転経歴証明書を

取得した人たちにタクシー券を支給してはどうか。と、こういう質問でございますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（犬伏博昭君） 楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） １１番石田 実議員さんの質問事項の「高齢者支援について」の

２点目の御質問に対し、答弁をさせていただきます。

車に乗る機会が無くなった方や自動車の運転が不安になった方など、いろいろな事情で自動車運

転免許を自主返納される方がおられると思いますが、年齢制限もないとのことですが、７５歳以上

の方には、敬老年金と一緒にタクシー券を配布させていただいており、７５歳未満の方へのタクシ

ー券の支給は、現時点では考えておりません。

以上で、１１番石田議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

よろしくお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 石田 実議員。

［１１番（石田 実君）登壇］

○１１番（石田 実君） 先ほども、お話ありましたけど、なかなか検討もできないみたいなお話

なんですが、先ほども言ったように、機能低下があって、運転にやっぱり不安を感じるようになっ
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たドライバーが自主的に運転免許証を返納すれば、やはり、町としても何らかの優遇的な措置も考

えても良いというふうに思います。身体機能の低下で、もし、事故となれば、本人にとっても、家

族にとっても、ひいては、町にとっても損失になると思います。やはり、免許証を返納した場合に

は、優遇策としてタクシー券、支給してはどうか。と、こういうことで質問したわけでありますが、

これは検討できないでしょうか。少し、答弁を求めたいと思います。

○議長（犬伏博昭君） 楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） 石田 実議員さんの再問に御答弁させていただきます。

現在、月間６５歳から７４歳までの方が徳島県で５０人程度、免許を返上されているかのように

ホームページの記載があるように思います。ただ、板野町におきまして、一人おられるのか、おら

れないのか、１年間通して板野町で、その方がおられるか、おられないか、現在わからない状態で

ございますので、そういった要望も御本人から等、受けるようなことがありましたら、検討もさせ

ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

以上で、石田 実議員さんの再問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 石田 実議員。

［１１番（石田 実君）登壇］

○１１番（石田 実君） 確かに、おるのか、おらないのかというふうなことで、できないという

ふうなことではなしに、やっぱり制度として作っておくかどうかというところが提案の趣旨であり

ます。本人から申出があればやるというのであれば、それは、それでも一つの方法だろうと思いま

す。やはり、広報を通じて、そういう人がおられる場合には申し出てください。こういうふうに言

えばいいわけなので、制度として作っておくかどうか、というのが大切なところだと思います。や

はり、運転免許証をやっぱり返納した場合には、「長い間、運転お疲れさん。」と言って、慰労を

するということも大事ではないかというふうに思います。

それでは、次に移ります。次に、「指定ごみ袋について」の１点目。ごみ袋に持ち手を付けたら

どうか。と、こういう質問であります。御承知のように、町の指定袋には持ち手がなく、生ごみ等

を袋に詰めて両端を丸めて紐状で括る、あるいは、生ごみを詰めた袋をガムテープで貼り付けてい

くというのでは、ガムテープ自身がごみにもなりますし、これでは非現実的になってくるのではな

いかと思います。レジ袋のような縛り止めができ、両端の持ち手の部分で括れば、後で外れること

はなく、完全に括れます。もう既に、隣町の上板町や藍住町では、レジ袋のように縛り止めがあり、

持ち手が付けば安心して、ごみも出せます。

本町でも、レジ袋のように、ごみ袋に持ち手を付けていただきたいと思いますが、どうでしょう

か。質問いたしますので、よろしくお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 末岡環境生活課長。

［環境生活課長（末岡稔久君）登壇］
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○環境生活課長（末岡稔久君） １１番石田 実議員さんの「指定ごみ袋について」の御質問に対

して、答弁させていただきます。板野町では、平成９年度より指定ごみ袋制度を導入させていただ

いております。指定ごみ袋制度導入の目的としましては、ごみの分別を行うことにより、リサイク

ルの促進・ごみの減量やごみの散乱などによる生活環境への配慮、また、ごみ収集作業の安全性の

確保でございます。御質問の「ごみ袋に持ち手を付けてはどうか。」につきましては、近隣の市や

町でも持ち手付きのごみ袋が導入されており、ごみ出しや収集作業の利便性の観点から、今後、本

町におきましても、ごみ袋の材質やサイズ・販売金額などを考慮しながら検討していきたいと思い

ます。以上で、１１番石田 実議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 石田 実議員。

［１１番（石田 実君）登壇］

○１１番（石田 実君） ありがとうございます。検討していくということでございますので、よ

ろしくお願いをいたします。付け加えておきますが、値段の関係というふうなことも先ほど、言わ

れてたので、やっぱり、ごみ袋、値上げは絶対しないように、お願いをしておきますので、よろし

くお願いいたします。失礼しました。ありがとうございました。

○議長（犬伏博昭君） 以上で、１１番石田 実議員の一般質問は終了いたしました。

ここで１０分間、休憩します。

午前１１時０３分 休憩（消毒作業）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１１時１３分 再開

○議長（犬伏博昭君） 休憩前に引き続き、再開します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 引き続き、一般質問を行います。８番天羽生美議員。

［８番（天羽生美君）登壇］

○８番（天羽生美君） それでは、私、天羽生美の一般質問をさせていただきます。町議会議員選

挙が、この１０月１日に行われることになっておりますが、私は、このたびの選挙には立候補いた

しません。したがって、議会での質問は、今回が最後になります。

さて、質問に入りますが、板野町の「高齢者福祉計画」によりますと、「板野町の独居高齢者の

世帯の割合は、板野郡内で一番高く１１．５％になっている。」と書かれております。近くに子ど

もや兄弟がいれば、まだしも、近くに連絡の取れない、取れる親族のいない高齢者の方も増加して

くるのではないかと心配をするわけです。福祉保健課にお聞きしましたところ、７５歳以上の独居

高齢者だけの世帯が板野町に１１６世帯あるとのことですが、中でも、心細いと思われるのが、近

くに連絡する親族が全くいない世帯も少なくないのではないかと想像するわけです。

県内に連絡が取れる親族が全くいない７５歳以上の独居高齢者の世帯は、板野町に何世帯ありま

すか。また、８０歳以上の世帯ではどうでしょうか。まず、このことについて、質問いたしますの
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で、御答弁をお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） ８番天羽生美議員さんの質問事項の「板野町の高齢者世帯への配

食サービスと高齢者世帯への見守り活動について」の１点目の御質問に対し、答弁をさせていただ

きます。７５歳以上・８０歳以上の方で、親族のいない世帯が何世帯あるかについては、正直申し

まして、わかりません。ただ、先ほども質問事項の内容にありましたが、７５歳以上の独居高齢者

で、要援護者登録申請を頂いている方は１１６世帯と把握しています。

また、８０歳以上の方は８５世帯となっており、その世帯におかれましては、緊急時の家族連絡

先を記載いただいており、全員どなたか連絡が取れるようになっています。

以上で、８番天羽議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 天羽生美議員。

［８番（天羽生美君）登壇］

○８番（天羽生美君） 御答弁、頂きましたが、単なる高齢化だけでなく、高齢者だけの世帯が増

えてきており、高齢化世帯の孤独感・孤立感・不安感が社会の大きな問題の一つになってくるので

はないかと思われます。板野町では、６５歳以上の高齢者だけの世帯に対しまして、配食サービス

を実施をしておりますが、この政策の目的を教えていただきたい。

また、質問通告をしておりませんが、何世帯へ配食サービスを実施しているかの答弁も、できま

したら、お願いいたします。

○議長（犬伏博昭君） 楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） ８番天羽生美議員さんの質問事項、「板野町の高齢者世帯への配

食サービスと高齢者世帯への見守り活動について」の２点目の御質問に対し、答弁をさせていただ

きます。板野町では、在宅高齢者等福祉事業として、要援護高齢者及び一人暮らし高齢者等に対し、

自立と生活の質の確保、また、その御家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的に、

「食」の自立支援事業として配食サービス事業を実施しています。

６５歳以上の単身世帯の方だけではなく、高齢者のみの世帯の方・障がいや傷病等の御事由によ

り、食事の調理が困難な方も対象となっておりますので、栄養バランスのほか、対面での食事のお

届けで見守り活動ともなっておりますので、是非、御利用をいただけましたらと思います。

なお、現在、御利用いただいている世帯の方は１５～１６世帯となっています。

以上で、８番天羽議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 天羽生美議員。

［８番（天羽生美君）登壇］

○８番（天羽生美君） 「配食サービス」という政策の目的は、高齢者が老衰や心身の障がいや、
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また、傷病などの理由で食事の調理が困難であるのを和らげるために行われていると思いますが、

配食サービスを通じての高齢者世帯への見守り活動というのは、事前の質問では、「配食サービス

は、見守り活動ではない。」というお話でしたが、高齢者の見守り活動にもなっているということ

なので、私の次の質問は、この穂波園の配食サービスを穂波園との間に見守り活動の協定を結んで

はどうかという質問をしようと思ったのですが、見守り活動にもなっているということなので、ち

ょっと質問がおかしくなってきたのですが、これは見守り活動としても位置づけられているのでし

ょうか。御答弁をお願いします。

○議長（犬伏博昭君） 楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） ８番天羽生美議員さんの３点目の質問として、お答えさせていた

だけたらと思います。先ほどの２点目の質問で回答をさせていただきました「配食サービス」につ

きましては、穂波園を運営する社会福祉法人ルミエールで実施をしていただいており、夕方４時く

らいから、対面での配食となっており、見守りも兼ねております。

高齢者の見守りにつきましては、地域の民生委員さんも頻繁に御訪問もいただいており、また、

消費生活相談所や徳島新聞社専売所様、とくしま生協様も御協力をいただき、高齢者見守りネット

ワークも構築しておりますので、配食サービスにより、見守り活動以外の協定は、現在、穂波園と

行う予定とはなっておりません。

以上で、８番天羽議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 天羽生美議員。

［８番（天羽生美君）登壇］

○８番（天羽生美君） ただいまの質問に対する再問を行います。今、配食サービスが見守り活動

の一環でもあるということでございますが、例えば、見守り活動の結果、いろいろ問題があった場

合にどういう対応をされておるのか、その辺をお聞きしたいと思います。

○議長（犬伏博昭君） 楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） 天羽生美議員さんの再問に御答弁させていただきます。

４時ぐらいから配食を行いまして、実際にそこにおらずに事業所の方で探していただいたことも

あります。そういう意味で見守り活動も兼ねておりますので、御理解いただけましたらと思います。

以上で、再問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 天羽生美議員。

［８番（天羽生美君）登壇］

○８番（天羽生美君） これから、高齢化がどんどん進んできまして、こういう問題が多数起こっ

てくるようになると思いますので、難しい問題もありますが、町としても政策の研究をしていただ

いて、この分野の政策を発展させていただきたいと思います。
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次に、「町道の草刈りについて」質問いたします。私は、西中富の希望ヶ丘団地の東側を通って

いる旧吉野川沿いの町道をよく利用するのですが、毎年のように盆過ぎや９月ともなれば草が生い

茂って、車を走らせると、草で車の塗装が傷められるので、事実上、通行ができなくなり、迂回し

なければならなくなります。このため、私は、町に毎年のように、この箇所の草刈りの要望をして

います。毎年、要望が出てくることや、草が生え茂ったらどういうことになるかについては、よく

わかっているはずでございますので、要望を挙げなければ草刈りをしてもらえないということでな

し、要望がなくても早めに草刈りをしていただきたいわけですが、そういうことはできませんか、

という質問でございます。御答弁をお願いいたします。

○議長（犬伏博昭君） 毛登山建設課長。

［建設課長（毛登山 悦雄君）登壇］

○建設課長（毛登山 悦雄君） ８番天羽生美議員さんの「町道の草刈りについて」の御質問に対

して、御答弁をさせていただきます。御質問の「町道の草刈りについて」は、近年は、雑草が伸び

るスピードが速くなっており、毎年、要望箇所が増えております。

本町では、基本的に道路の維持管理業務は、建設課の現場作業員とシルバー人材センター専属、

産業課の現場作業員で、板野町内の町道等について要望がなくても通行の妨げになるような箇所に

ついては、順次、優先して除草作業を実施しております。

さらに、緊急を要する危険な箇所については、建設課課員及びシルバー人材センターへ依頼し、

対応しておりますので、御理解賜りますよう、お願いいたします。

以上で、８番天羽生美議員さんの御質問に対する御答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 天羽生美議員。

［８番（天羽生美君）登壇］

○８番（天羽生美君） 私が言っているのは、危険なだけでなしに、草が生え茂って、この草のた

めに、車を擦ったら塗装が傷みますのでね、みんな走らないようになる。

実質上、通行できないような状態なので、そういう箇所は町内に何箇所もあるわけではないと思

いますので、建設課としても、よくチェックしていただいて、片側だけでも草刈りをしていただく

と大分、通行がしやすくなりますので、そういうことも検討していただいて、今後、できるだけ、

そういうことのないように早めの草刈りをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（犬伏博昭君） 毛登山建設課長。

［建設課長（毛登山 悦雄君）登壇］

○建設課長（毛登山 悦雄君） ８番天羽生美議員さんの再問に対する御答弁をさせていただきま

す。先ほども御答弁させていただきましたが、本町の町道については、山間部の大規模農道・あせ

び公園の観光道路等もあり、草刈りだけでなく、雑木の伐採・水路のしゅんせつ等について、通年

で維持管理作業の業務があり、草刈りの要望については、年々要望が増えている状況であります。

夏場の雑草の発出場所については、要望を頂いてから、お時間を頂く場合もございますが、住民
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の方より頂いた要望箇所については、現地確認をして早急な対応が必要な箇所については、できる

限り対応ができていると考えております。

以上で、８番天羽生美議員さんの再問に対する御答弁とさせていただきます。

○議長（犬伏博昭君） 天羽生美議員。

［８番（天羽生美君）登壇］

○８番（天羽生美君） 自分の課の都合ばかり言わなくてね、もうちょっと住民の立場に立って実

施してもらいたいと思います。私が要望するような状態は、既に草が生い茂って通れなくなる寸前

になります。もう少し早くしていただいたら、そういうことはないのでね、そういう点で頑張って

努力していただきたいと思います。

以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（犬伏博昭君） 以上で、８番天羽生美議員の一般質問は終了いたしました。

これで、一般質問通告者の質問は終了いたしました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。お諮りします。

この際、会議の都合により会期日程を変更し、本日の日程１１日、一般質問を日程１１日、一般

質問・議案審議に、更に、日程１２日、一般質問・議案審議を日程１２日、議案審議に変更をした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、会期日程を変更し、本日の日程１１日、一般質問を日程１１

日、一般質問・議案審議に、日程１２日、一般質問・議案審議を日程１２日、議案審議に変更する

ことに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） ここで、日程変更に伴います議事日程表を配付しますので、少々お待ちく

ださい。

（事務局、議事日程表を配付する）

○議長（犬伏博昭君） ただいまから、議案審議を行います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第２、報告第１号、専決処分の承認を求めることについて、令和５年

度板野町一般会計補正予算（第３号）を議題とします。説明を求めます。髙橋総務課長。

［総務課長（髙橋三惠君）登壇］

○総務課長（髙橋三惠君） 報告第１号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

補正予算書の１ページをお願いいたします。

報告第１号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によって、別紙のとおり専決
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処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。

令和５年９月１日提出でございます。

２ページをお願いします。専決第６号、専決処分書。

次の事項につき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決

処分する。

令和５年度板野町一般会計補正予算（第３号）。

令和５年度板野町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６０億３２万円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和５年７月２５日専決でございます。

８ページをお願いいたします。歳入から説明をさせていただきます。

１０款地方交付税、１項１目同じで、一般財源分として４５０万円でございます。

次の９ページをお願いいたします。次に、歳出について説明をさせていただきます。

３款民生費、３項児童福祉費、４目保育園費及び５目の児童館費では、共にエアコン購入のため、

１７節備品購入費で、それぞれ増額補正をお願いしております。

１０ページをお願いします。

９款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、１８節負担金補助及び交付金では、野球部ほか総

合体育大会での四国大会・全国大会への出場派遣負担金として２１１万２，０００円でございます。

次の１１ページでは、９款同じく、６項保健体育費、１目保健体育総務費、１８節負担金補助及

び交付金で、柔道教室ほか２チームによります、県外大会への出場助成金として１４２万５，００

０円、２目体育施設費、１７節備品購入費では、体育センター冷水機購入のため１４万２，０００

円でございます。以上、歳入歳出ともに４５０万円を増額補正し、補正後の歳入歳出の総額を６０

億３２万円でお願いするものでございます。

以上で、報告第１号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認を賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから報告第１号を採決します。

お諮りします。報告第１号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。
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（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、報告第１号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第３、報告第２号、令和４年度板野町土地開発公社決算状況の報告に

ついてを議題とします。説明を求めます。毛登山建設課長。

［建設課長（毛登山 悦雄君）登壇］

○建設課長（毛登山 悦雄君） 報告第２号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案書の１ページをお願いいたします。

報告第２号、令和４年度板野町土地開発公社決算状況の報告について。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２項及び第３項の規定により、板野町土地

開発公社より令和４年度板野町土地開発公社決算に関する下記書類の提出が別添のとおりあったの

で、同法第２４３条の３第２項の規定に基づき議会に報告します。

令和５年９月１日提出でございます。

２ページをお願いいたします。

令和４年度の板野町土地開発公社の実績につきましては、公有地として保有している土地の増減

及び開発公社の事業としての動きもございませんでした。

損益計算書では、普通預金と定期預金の利息のみで、６４円の収益を計上し、次期繰越利益金と

して処分をしております。

なお、貸借対照表の総資産額は４億５８３万２，３６７円で、これより負債総額と資本金及び損

失を差し引いた額は１億３，９５８万２，３６７円となっており、これを資本準備金として計上し

ました。以上のような結果ではありますが、今後におきましても、板野ハイウェイズパークの事業

推進につき板野町と調整を図りながら、板野町財務会計の効率的運用や総合的活用と、公社財務の

健全化に努めてまいります。という報告を令和５年５月３０日付けで頂いております。

３ページ以下の令和４年度決算損益計算書・財産目録・貸借対照表及び土地開発公社長期借入金

明細書については、お目通しをお願いいたします。

以上で、報告第２号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから報告第２号を採決します。

お諮りします。報告第２号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）
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異議なしと認めます。したがって、報告第２号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第４、報告第３号、令和４年度決算に係る板野町健全化判断比率及び

資金不足比率の審査の報告についてを議題とします。説明を求めます。髙橋総務課長。

［総務課長（髙橋三惠君）登壇］

○総務課長（髙橋三惠君） 報告第３号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案書の５ページをお願いいたします。

報告第３号、令和４年度決算に係る板野町健全化判断比率及び資金不足比率の審査の報告に

ついて。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項及び

第２２条第１項の規定により、板野町監査委員より令和４年度決算に係る板野町健全化判断比

率及び資金不足比率の審査が別添のとおりあったので、同条の規定に基づき議会に報告をす

るものでございます。

令和５年９月１日提出でございます。

６ページをお願いします。まずは、健全化判断比率の審査報告でございます。

報告書は、現況表と意見書で構成がされております。ここでは、意見書の中で四つの指標

がございますので、指標を基に説明をさせていただきます。

実質赤字比率・連結実質赤字比率ともに０％となりました。実質公債費比率は４．３％で

昨年度比で０．５ポイント下回り、少し改善がされております。将来負担比率についても、マイ

ナスとなり、四つの指標とも良好な結果となりました。

また、監査委員さんからの意見書では、特に是正改善を要する指摘事項はございませんでした。

あわせて総括意見として、本町の財政は実質公債費比率について１０年連続で減少をしており、

今後も、財政状況を十分に勘案し、検討を行うなど慎重な状況をお願いしたいとのことでございま

した。１５ページをお願いします。

次に、令和４年度板野町公営企業会計決算に係る資金不足比率の審査の報告について、でご

ざいます。本町では、水道事業会計と公共下水道事業会計の２会計が対象で、審査の意見書

に基づき、説明をさせていただきます。水道事業会計・公共下水道事業会計ともに実質的資

金不足比率は０％で、良好な状況でございます。

監査委員さんからの意見といたしましては、特に問題となる比率はありませんが、水道事

業においては、利用料の収納率の改善及び滞納利用料の早期回収、また、下水道事業につい

ては３６％台に留まっている接続率の向上には、なお一層の取組をお願いしたい。特に公共

下水道事業については、令和５年４月１日付けで公営企業会計に移行したことにより、今後、独

立採算に向けた取組をお願いしたいとの総括意見を頂いております。

以上で、報告第３号の説明とさせていただきます。
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御審議をいただき、御承認を賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから報告第３号を採決します。

お諮りします。報告第３号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、報告第３号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第５、議案第１号、板野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正についてを議題とします。説明を求めます。

山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） 議案第１号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案書の１７ページをお願いいたします。

議案第１号、板野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例等の一部改正について。

板野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を

次のとおり改正する。

令和５年９月１日提出でございます。

条例本文につきましては、お目通しをお願いいたします。

令和５年４月に「こども家庭庁」が設置されたことにより、関連法案の改正・主務大臣等の変更

などに伴う条ズレ等の改正、また、昨年１２月の民法の子どもの懲戒権に関する規定の見直し、更

に児童の施設等に関する安全基準等の改正により、関連する条例について、一括して一部改正を行

うものです。以上で、議案第１号の説明とさせていただきます。

御審議いただきまして、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１号を採決します。

お諮りします。議案第１号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）
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異議なしと認めます。したがって、議案第１号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第６、議案第２号、板野町手数料条例の一部改正についてを議題と

します。説明を求めます。山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） 議案第２号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案書の２２ページをお願いいたします。

議案第２号、板野町手数料条例の一部改正について。

板野町手数料条例の一部を次のとおり改正する。

令和５年９月１日提出でございます。

条例本文につきましては、お目通しをお願いいたします。

本条例改正につきましては、コンビニエンスストアでの証明書交付に際しまして、令和５年５月

に公的個人認証法が改正されたことに伴い、マイナンバーカードと同様に電子証明書が搭載された

スマートフォンでも交付が可能となるため、コンビニ交付を利用した際の証明発行手数料を役場窓

口よりも５０円低く設定している手数料条例について、一部改正を行うものです。

以上で、議案第２号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第２号を採決します。

お諮りします。議案第２号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第２号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） ここで、休憩とします。再開は、午後１時といたします。

午前１１時４９分 休憩

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午後 ０時５８分 再開

○議長（犬伏博昭君） 休憩前に引き続き、再開します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第７、議案第３号、令和４年度板野町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題とします。説明を求めます。山本会計管理者兼出納室長。
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［会計管理者兼出納室長（山本敏彦君）登壇］

○会計管理者兼出納室長（山本敏彦君） ただいま、議案第３号が議題となりましたので、御説明

申し上げます。

別冊の令和４年度板野町一般会計特別会計決算書の１ページをお願いいたします。

議案第３号、令和４年度板野町一般会計歳入歳出決算認定について。

板野町一般会計歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の意見を附し、地方自治法第２３

３条第３項の規定により議会の認定を求めます。

令和５年９月１日提出でございます。

次のページの報告書・審査意見書につきましては、お目通しをお願いいたします。

１８ページをお願いいたします。歳入歳出決算事項別明細書の歳入より、御説明を申し上げます。

１款町税、予算現額１５億７，００５万６，０００円に対しまして、調定額１６億７，２０７万

５５５円、収入済額は１６億２，００７万４，１６７円、対前年増減率は２．０２％の増、不納欠

損額として６１４万４４２円を処分させていただき、差引き、収入未済額は４，５８５万５，９４

６円、収納率は９７．２６％でございます。１項町民税の収入済額は７億１，０４３万７，４８４

円、対前年増減率は１．３６％の増、不納欠損額として、個人・法人、合わせて３６名、１１７件

で１３２万５４２円の処分をさせていただき、収入未済額は１，１３９万３，１６５円、収納率は

９８.４２％で、１目個人町民税、１節現年課税分の収納率は９８．８２％でございます。２項固

定資産税の収入済額は７億３，６６１万７，９９８円、対前年増減率１．９９％の増、不納欠損額

として７１名、３３３件で４１８万２，８００円の処分をさせていただき、収入未済額は３，１０

２万７，３８１円、収納率９５．９８％で、１目固定資産税、１節現年課税分の収納率は９９．０

０％でございます。３項軽自動車税の収入済額は５，７１０万９，４００円、対前年増減率２．３

６％の増、不納欠損額として５０名、８８件で６３万７，１００円の処分をさせていただき、収入

未済額は３４３万５，４００円、収納率９４．３８％で、２目種別割、１節現年課税分の収納率は

９８．６３％でございます。２２ページをお願いします。

７款地方消費税交付金、１項１目同じでございます。予算現額２億９，８０３万７，０００円に

対し、調定額・収入済額とも同額でございます。備考欄、社会保障財源分１億６，８０４万２，０

００円の充当状況につきましては、決算書１７３ページに掲載をしておりますので、後ほど、お目

通しをお願いいたします。

１０款地方交付税、１項１目同じでございます。予算現額１９億５，０７６万６，０００円に対

し、調定額は２１億４，４６０万９，０００円、調定額どおりの収入で、対前年増減率は０．５８

％の増でございます。次のページをお願いします。

１２款分担金及び負担金では、予算現額８，９７９万４，０００円に対し、調定額８，８１０万

８，１１３円、調定額どおりの収入でございます。１項負担金、２目民生費負担金では、１節の老

人福祉費負担金で、板野町養護老人ホーム入所者に係る措置費といたしまして、老人福祉施設費市
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町村負担金が主な収入でございます。

１３款使用料及び手数料では、予算現額１億３，４０６万２，０００円に対し、調定額２億７，

０５３万６，４３３円で、収入済額は１億４，６０７万５，４１９円、不納欠損額として２８２万

２，３９０円を処分させていただき、収入未済額は１億２，１６３万８，６２４円でございます。

１項使用料、次のページをお願いします。３目商工使用料では、あせび温泉使用料が４，８５９万

２，２５０円の収入で、前年度より約１，０００万円の増となり、入場者数も延べ１１万７，８０

５人と前年度に比べ、およそ２万人の増となっております。４目土木使用料では、町営住宅使用料

として、収入済額７，４９６万４，８００円、不納欠損額として契約者７名の死亡により２８２万

２，３９０円の処分をさせていただき、収入未済額は１億２，１６３万８，６２４円となっており

ます。なお、現年度分の収納率は９０．４６％、過年度分は約１，３００万円の収納となり、前年

度より８４０万円以上の増額となっております。次のページをお願いします。

１４款国庫支出金では、予算現額１０億１，５３３万２，０００円に対し、調定額９億６，４６

７万８，１３４円、収入済額は９億５，５７９万４，４７４円で、収入未済額につきましては、次

年度への繰越額でございます。１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金では、１節障害者福祉費負

担金及び２節児童手当負担金が主な収入でございます。２目衛生費国庫負担金、１節保健衛生費負

担金では、新型コロナワクチン接種事業費に係る負担金でございます。２項国庫補助金、１目総務

費国庫補助金では、１節の総務管理費補助金で、新型コロナ地方創生臨時交付金が主な収入となっ

ております。次のページをお願いします。２目民生費国庫補助金では、５節住民税非課税世帯等臨

時特別給付費補助金及び６節子育て世帯生活支援特別給付費補助金がコロナ禍の影響で苦しむ低所

得者世帯及び子育て世帯に対する給付事業補助金として主な収入となっております。３目衛生費国

庫補助金では、１節保健衛生費補助金で、新型コロナワクチン接種事業に係る補助金でございます。

次のページをお願いします。

１５款県支出金では、予算現額４億４，１７７万１，０００円に対し、調定額４億１，６７６万

９，８６１円、収入済額は４億１，６３５万４，８６１円で、収入未済額につきましては、次年度

繰越額でございます。１項県負担金、１目民生費県負担金では、１節の障害者福祉費負担金が主な

収入でございます。次のページをお願いします。２項県補助金、２目民生費県補助金では、１節社

会福祉費補助金で、隣保館運営費に係る補助金が、３節障害者福祉費補助金で、重度心身障害者等

医療費助成事業補助金が、次のページをお願いします。５節の医療福祉費補助金で、子どもはぐく

み医療助成事業補助金がそれぞれ主な収入となっております。次のページをお願いします。３項県

委託金、１目総務費委託金では、１節の徴税費委託金で、個人県民税徴収事務に係る県の委託金が

主な収入でございます。次のページをお願いします。

１６款財産収入、予算現額８８９万８，０００円に対し、調定額１，０７０万９，００９円、調

定額どおりの収入でございます。１項財産運用収入、１目財産貸付収入では、１節土地建物貸付収

入で、株式会社マルナカなどへの土地貸付料が主な収入となっております。２項財産売払収入、１
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目不動産売払収入では、前年度、ビジネスホテル用地などの売却があったため、前年度から約９，

０００万円、率にして９７％もの減となっております。令和４年度では、１節土地売払収入で、町

道払下げ１件による収入となっております。次のページをお願いします。

１７款寄附金、１項同じでございます。予算現額４，５４６万２，０００円に対し、調定額５，

１７０万８，０００円、調定額どおりの収入となっております。１目一般寄附金では１件で１００

万円の御寄附を、２目指定寄附金、１節総務寄附金では、ふるさと納税寄附金といたしまして１，

８７３件で３，７４０万８，０００円、また、企業版ふるさと納税寄附金といたしまして３社様よ

り計１，２００万円の御寄附を、２節教育寄附金では、幼稚園遊具整備費用にと１件で１３０万円

の御寄附をそれぞれ頂いております。

１８款繰入金、予算現額５億３，３４２万９，０００円に対し、調定額１億７，４８９万７，４

００円、収入済額１億７，０８９万７，４００円で、収入未済額につきましては、次年度繰越額で

ございます。１項特別会計繰入金、１目同じでは、住宅新築資金等貸付事業特別会計からの繰入金

が主なものでございます。２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金では、平成１８年度に故・井

上作蔵氏から頂き、積み立てておりました寄附金を３幼稚園のＡＥＤ購入の財源として、２目減債

基金繰入金では、町債繰上償還に対する財源として、３目高齢者保健福祉基金繰入金では、主に高

齢者のタクシー料金助成事業の財源として、４目ふるさと応援基金繰入金では、ふるさと納税促進

事業・板野町出産祝金交付事業及び奨学金貸与事業の財源として、次のページをお願いします。５

目あせび温泉やすらぎの郷改築基金繰入金では、温泉施設修繕費用の財源として、それぞれ繰り入

れたものでございます。

１９款繰越金、１項１目同じでございます。予算現額３億７９４万１，０００円に対し、調定額

３億７９４万１，８１１円、調定額どおりの収入で、前年度からの繰越金でございます。

２０款諸収入、予算現額９，４６０万１，０００円に対し、調定額１億１，５９３万５，３７８

円、収入済額１億１，５９０万１，１２８円で、収入未済額は３万４，２５０円となっております。

１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金では、滞納町税に係る延滞金を収納したものでございます。

３項収益事業収入、１目競艇事業収入では、競艇共催事業収益の増及び松茂町ほか２町競艇事業組

合からの分配率の引上げにより、前年度に比べ１１４.２９％、金額にして４９６万円の増となっ

ております。４項雑入、２目雑入では、次のページをお願いします。１節総務費雑入としまして、

備考欄の下から二つ目でございますが、昨年６月に発生しました町営住宅火災に係る共済金と５節

商工費雑入で、道の駅、地域振興施設の使用料として、株式会社「四電工」より約１，８００万円、

同じく、電気の使用料として、株式会社「阿波食」より約１，１５０万円が、次のページをお願い

します。８節教育費雑入では、幼稚園・小中学校及び給食センター職員等に係る給食分担金、計１，

３９０万円余りが主な収入となっております。

なお、物価高騰の影響を受けた子育て世帯の経済的な負担軽減策として、昨年１０月から３月ま

での半年間、児童・生徒の給食費を免除したため、前年度より約１，０００万円の減額となってお
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ります。収入未済額の３万４，２５０円は、給食分担金に係る未納額で、内訳といたしましては、

小学校３件でございます。

２１款町債、１項同じでございます。予算現額１億１，１００万１，０００円に対し、調定額１

億１，０７０万１，０００円、収入済額８，２７０万１，０００円で、収入未済額につきましては、次

年度繰越額でございます。１目民生債では、老人憩の家耐震事業債としまして、下庄及び西中富老

人憩の家の耐震改修事業に、２目土木債では、社会資本整備総合交付金事業債として、橋梁の修繕

事業に、４目教育債では、１節社会教育施設整備事業債としまして、文化の館空調設備の更新事業

にそれぞれ充当をするため、町債を発行し、資金の調達を行いました。

なお、３目臨時財政対策債では、発行可能額の減に伴い、前年度より約１億６，０００万円余り

の減額となっております。

以上、歳入合計といたしまして、当初予算で５５億５，６００万円を計上しておりましたが、補

正で９億３，６０５万７，０００円の増額をお認めいただき、前年度からの繰越額２億６，０３５

万９，０００円を加えさせていただき、予算現額６７億５，２４１万６，０００円に対しまして、調定

額は６７億７，９０３万５，６９４円、収入済額は６５億６，１２４万５，３８２円、不納欠損額と

して８９６万２，８３２円を処分させていただき、収入未済額は２億８８２万７，４８０円となっております。

以上で、歳入の説明とさせていただきます。

次のページをお願いします。続きまして、歳出の御説明を申し上げます。

１款議会費、１項１目同じでございます。予算現額７，３６０万６，０００円に対し、支出済額７，２

５３万６，７６８円、差引き、不用額は１０６万９，２３２円でございます。主なものといたしまして、

１節報酬と２節から４節による職員人件費が主なものでございます。１３節使用料及び賃借料では、

物品借上料といたしまして７０万円を支出しておりますが、昨年８月５日の故・広田勝己議員、合

同葬に係る経費であり、想定外かつ急を要する支出でありましたため、１３款予備費より充当をさ

せていただきました。次のページをお願いします。

２款総務費、予算現額７億９，９４８万６，０００円に対し、支出済額は７億３，９６２万７，

１４８円で、繰越明許費繰越額５１９万８，０００円を差し引きまして、不用額は５，４６６万８５２

円となっております。１項総務管理費につきましては、１目一般管理費で、特別職及び一般職に係

る人件費が主な支出となっております。

６０ページをお願いします。

６目企画費では、１８節負担金補助及び交付金で、石井町及び神山町と共同で整備を進めており

ます、広域火葬場の基本計画策定に係る負担金が臨時的な支出となっております。

なお、１３節使用料及び賃借料の電算システム使賃料ですが、ふるさと納税寄附金の取扱件数増

加により予算に不足が生じたため、同一目の１１節役務費より２０万円の流用をさせていただきま

した。７目地方創生費では、新型コロナ感染症及び物価高騰に係る対策事業といたしまして、１２

節委託料で、昨年度からの繰越事業であります地方創生特別プレミアム付商品券、また、子育て世
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代や高齢者・低所得世帯の生活支援のための各商品券の発行運営業務に係る委託料が、１７節備品

購入費で、来庁者の体温測定用カメラ及び公金収納時の感染リスク軽減を図るセルフ納付機やセミ

セルフレジの購入代が、１８節負担金補助及び交付金で、物価高騰の影響を受けた農業者を支援す

るための給付金がそれぞれ主な支出となっております。２項徴税費につきましては、次のページを

お願いいたします。１目税務総務費、１２節委託料で、固定資産評価替業務委託料としまして、令

和６年度、固定資産評価替えに伴う航空写真撮影や標準宅地の不動産鑑定業務に係る委託料が臨時

的な支出となっております。次のページをお願いします。３項戸籍住民基本台帳費、１目同じでは、

１１節役務費で、マイナンバーカードを使用した戸籍謄抄本及び住民票などのコンビニ交付の件数

増加に伴い、事務手数料に、また、１９節扶助費で、死亡届の件数増加に伴い、お悔やみにそれぞ

れ予算の不足が見込まれたため、同一目１０節需用費より合わせて１３万円の流用をさせていただ

きました。４項選挙費につきましては、次のページをお願いします。３目徳島県知事選挙・徳島県

議会議員一般選挙費で、本年４月９日に執行されました同選挙の期日前投票に係る３月３１日まで

の事務経費が、４目参議院議員通常選挙費では、次のページにかけまして、昨年７月１０日に執行

されました同選挙の投・開票事務に係る経費が主な支出となっております。

６８ページの一番下段となりますが、３款の民生費でございます。予算現額２１億２，０７８万

円に対し、支出済額は１９億７，７５８万１，２６５円で、繰越明許費繰越額２，５４９万５，０

００円を差し引きまして、不用額は１億１，７７０万３，７３５円となっております。１項社会福

祉費では、７６ページをお願いします。５目障害者福祉費で、１９節扶助費の備考欄下から三つ目、

障害福祉サービス費及び障害児給付費が主な支出となっております。次のページをお願いします。

６目住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費は、１８節の負担金補助及び交付金で、コロナ禍の

影響で困窮しておられる低所得世帯１，１０２世帯に対し、１世帯当たり１０万円、また、電気・

ガス・食料品等価格高騰の影響で困窮をしておられる低所得世帯１，６９３世帯に対し、１世帯当

たり５万円を給付したのが主なものでございます。２項老人福祉費、１目老人福祉総務費では、次

のページをお願いします。１９節扶助費で７５歳以上の方への敬老年金と高齢者タクシー利用助成

金の支出が主なものでございます。２目老人福祉施設費では、養護老人ホームの職員等人件費と、

次のページをお願いします。１９節扶助費で、入所者の生活費が主な支出となっております。令和

５年３月末現在の養護老人ホーム入所者数は２６名、うち、板野町出身者は９名、入所者の平均年

齢は７９.７歳となっております。３目老人憩の家管理費、１２節委託料では、備考欄の下から二

つ目で、犬伏憩の家の耐震診断調査と、その下、下庄及び西中富憩の家耐震改修工事の設計委託料

が、１４節工事請負費では、下庄及び西中富憩の家の耐震改修工事に係る前払金がそれぞれ主な支

出でございます。３項児童福祉費は、次のページをお願いします。１目児童福祉総務費では、１８

節負担金補助及び交付金で、備考欄の三つ目から五つ目にかけまして、私立保育園ほか保育施設等

への委託児童負担金と、下から二つ目では、子育て支援策といたしまして、町独自の板野町出産祝

金及び国の事業としての出産・子育て応援給付金が主な支出となっております。次のページをお願

いします。２目児童手当費では、１９節扶助費の児童手当が主なもので、支給対象児童数は１,２
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８９人でございます。４目保育園費では、職員及び保育士等の人件費と、次のページをお願いしま

す。１０節需用費の給食賄材料代が主なもので、１２節委託料では、備考欄の下から４行目ですが、

保育園保育棟の耐震診断調査委託料が臨時的な支出となっております。次のページをお願いします。

５目児童館費では、１２節委託料で、指定管理者である板野町社会福祉協議会に対する管理運営業

務委託料が主な支出でございます。令和４年度の利用状況は、３館で延べ５万９，０１４人でござ

いました。６目子ども家庭総合支援センター費につきましては、令和４年４月の支援センター開設

に伴い、新設した科目で、職員人件費が主な支出となっております。次のページをお願いします。

７目子育て世帯生活支援特別給付金給付費では、１８節負担金補助及び交付金の給付金が主な支出

でございます。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面す

る低所得の子育て世帯を支援する取組の一つとしまして、住民税非課税世帯の子ども１４０名に対

し、１人当たり５万円を支給したものでございます。次のページをお願いします。

４款衛生費、予算現額６億３，８０４万１，０００円に対し、支出済額は５億３，９８９万８，

７２４円で、繰越明許費繰越額１，６６３万８，０００円を差し引きまして、不用額は８，１５０

万４，２７６円となっております。１項保健衛生費、２目予防費では、次のページをお願いいたし

ます。１２節の委託料で、予防接種委託料としまして、新型コロナウイルスワクチン接種等に係る

医療機関への接種業務委託料が主な支出でございます。

１０２ページをお願いします。

２項清掃費、２目塵芥処理費では、１２節委託料で、ごみ収集運搬業務の委託料と１８節負担金

補助及び交付金で、中央広域環境施設組合への負担金がそれぞれ主な支出でございます。

１０６ページをお願いします。

５款農林水産業費、予算現額７，５５７万４，０００円に対し、支出済額７，１２０万５，３６

３円、差引き、不用額は４３６万８，６３７円でございます。１項農業費では１１０ページをお願

いいたします。４目農地費、１８節負担金補助及び交付金で、備考欄、四つ目の水利組合が行う水

路の維持管理事業に対する町の負担金と、二つ下の多面的機能支払交付金が主な支出となっており

ます。２項林業費、１目林業振興費では、１２節委託料で、有害鳥獣駆除委託料及び林地台帳シス

テムの導入委託料が主なものでございます。令和４年度の有害鳥獣捕獲数は２８０頭で、うち、イ

ノシシは２４５頭となっております。

ページの一番下となりますが、６款の商工費でございます。予算現額１億３，４４０万４，００

０円に対し、支出済額は１億２，７６２万８，６０３円、不用額は６７７万５，３９７円でござい

ます。１１４ページをお願いします。

２項観光費、２目観光温泉施設費では、あせび温泉で勤務する会計年度任用職員の人件費と１０

節需用費の電気使用料や、次のページをお願いします。同じく需用費で、庁舎用燃料代などの施設

運営に係る光熱水費及び施設等の修繕費用が主な支出となっております。３目道の駅管理費では、

次のページをお願いします。１０節需用費の電気使用料及び１８節負担金補助及び交付金で、移動
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式水素ステーションの運営負担金が主な支出となっております。

なお、令和４年度の入場者数は、延べ３９万４，１０２人、売上高は６億９，９０７万円となっ

ております。

７款土木費、予算現額２億３，６７７万９，０００円に対し、支出済額２億２０万８，３９９円、

繰越明許費繰越額１６６万４，０００円を差し引きまして、不用額は３，４９０万６，６０１円と

なっております。１項土木管理費、１目土木総務費では、次のページをお願いいたします。１８節

負担金補助及び交付金で、木造住宅耐震改修工事等に対する補助金が主な支出となっております。

２項道路橋梁費は、次のページをお願いします。３目道路新設改良費で、１４節工事請負費、町単

独土木事業２２件に係る道路工事費と、次のページをお願いします。４目社会資本総合整備費で、

１２節委託料の橋梁定期点検委託料及び１４節工事請負費の橋梁修繕工事費が主な支出となってお

ります。４項住宅費、１目住宅管理費では、町営住宅の維持管理に係る経費のほか１０節需用費の

施設等修繕料で、昨年６月の火災により被災をしました部屋の修繕料としまして約１，０００万円

及び１１節役務費の手数料で、火災で生じた廃棄物の処理に係る手数料として約１３０万円がそれ

ぞれ臨時的な支出となっております。次のページをお願いします。

８款消防費、１項同じでございます。予算現額２億２，１１２万９，０００円に対し、支出済額

は２億１，６６５万７，７０９円、不用額は４４７万１，２９１円となっております。１目広域事

務消防組合負担金では、板野西部消防組合への分担金でございます。次のページをお願いします。

５目災害対策費では、１２節委託料で、防災行政無線の保守点検業務委託料、１７節備品購入費で、

災害対策用備品として、避難所用のテントやベッド・蓄電池などの購入代が主な支出となっており

ます。ページの一番下でございます。

９款教育費、予算現額７億４，３５２万４，０００円に対し、支出済額は６億４，３２８万２０

７円、継続費逓次繰越額５，１０６万９，０００円を差し引きまして、不用額は４，９１７万４，

７９３円となっております。次のページをお願いします。１項教育総務費、２目事務局費では、１

０節需用費の施設等修繕料が主な支出で、中学校、武道館の屋根瓦や東小学校グラウンドのフェン

ス・幼稚園の遊具及び築山等の修繕によるものです。次のページをお願いします。２項小学校費、

２目東小学校管理費でございます。次のページをお願いします。１０節需用費の施設等修繕料で、

管理棟屋上の雨漏りやプール建屋塗装などの修繕及び１７節備品購入費で、放送設備機器や牛乳保

冷庫の購入代が主な支出となっております。次のページをお願いします。４目西小学校管理費では、

１３節使用料及び賃借料で、電算システム使賃料として、パソコン教室用機器のリース料及び１７

節備品購入費で、音楽室空調機や校長室応接セットなどの購入代が主な支出となっております。次

のページをお願いします。６目南小学校管理費では、１０節需用費の消耗品費で、国庫補助により

学校における感染症対策支援事業としまして、手指消毒用アルコールやアクリルパーティションな

どを購入したものが臨時的な支出となっております。次のページをお願いします。ページの下段の

方になりますが、３項の中学校費、１目学校管理費でございます。
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１４４ページをお願いします。

１４節工事請負費で、少人数教室へのエアコン設置に係る工事代が臨時的な支出となっておりま

す。４項幼稚園費、１目幼稚園共通費では、次のページをお願いします。１７節備品購入費で、東

・西・南の３幼稚園に、すべり台等の大型遊具及びＡＥＤを購入したものが臨時的な支出となって

おります。１５２ページをお願いします。

５項社会教育費、１目社会教育総務費では、１８節負担金補助及び交付金で、昨年３月末に板野

西部青少年補導センター組合が解散をし、組合負担金が不要となったことで前年度より約８２０万

円の減額となりました。

なお、２２節の償還金利子及び割引料では、補導センター組合の前年度余剰金の精算後の残金に

つきまして、板野・上板２町で案分をし、上板町分を配分金として支出をしたものでございます。

２目公民館費では、次のページをお願いします。１４節工事請負費で、中央公民館屋上の防水工事

代が臨時的な支出となっております。

１５８ページをお願いします。

６目町民ふれあいプラザ費では、１４節工事請負費で、昨年度からの繰越事業としまして、エア

コン設置に係る工事代が臨時的な支出となっております。７目歴史文化公園費では、次のページを

お願いします。１４節工事請負費で、令和５年度までの継続事業である文化の館空調設備の更新に

係る工事代の前払金を支払ったものが臨時的な支出でございます。次のページをお願いします。６

項保健体育費、１目保健体育総務費では、１８節負担金補助及び交付金で、備考欄の一番下となり

ますが、昨年、本町で開催をされました全国高校総体のサッカー競技を運営しました板野町実行委

員会に対する運営負担金が臨時的な支出となっております。

１６６ページをお願いします。

３目学校給食費では、１０節需用費で、賄材料代及び電気・水道など給食センターの光熱水費と、

１２節委託料、備考欄の中ほどになりますが、調理等業務委託料が主な支出となっております。

ページの一番下でございます。１０款災害復旧費、予算現額４，０００円に対し支出はなく、全

額不用となっております。次のページをお願いします。

１１款公債費、１項同じでございます。予算現額５億４，６９６万５，０００円に対し、支出済

額は５億４，１６４万２，４６２円、不用額は５３２万２，５３８円でございます。１目元金では、

通常の償還金のほか町債残高の縮減及び実質公債費比率の引下げを図り、交付税措置のない町債に

つきまして繰上償還を、また、３目公債諸費では、繰上償還した返済期日未到来の町債に係る利子

相当額を補償金として支出をしたものが臨時的な支出となっております。

なお、利率見直し方式で借り入れた町債について、年度途中の利率の見直しがあり、１目元金に

予算の不足が生じたため、２目の利子より５８万９，０００円の流用をさせていただきました。

１２款諸支出金、予算現額１１億３，１６１万９，０００円に対し、支出済額は１１億８０万３，

０６６円、不用額は３，０８１万５，９３４円でございます。１項特別会計費、１目特別会計繰出
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金では、国民健康保険特別会計ほか５会計への繰出金でございます。備考欄の三つ目の水道事業会

計繰出金３，５００万円につきましては、昨年度に引き続き、コロナ禍における経済支援策としま

して、水道使用料２か月分を免除したことによる減収分に対し、国の臨時交付金を活用し、補填を

したものでございます。次のページをお願いします。２項基金費、１目同じでは、財政調整基金・

減債基金など全１１基金への積立てをさせていただいております。

１３款予備費、１項１目同じでございます。予算現額３，０５０万５，０００円に対し支出はな

く、全額不用となっております。なお、１款議会費でも、御説明を申し上げましたとおり７０万円

を議会費に対し、充当をしております。

以上、歳出合計といたしまして、当初予算で５５億５，６００万円を計上しておりましたが、補

正で９億３，６０５万７，０００円の増額をお認めいただき、前年度からの繰越額２億６，０３５

万９，０００円を加えさせていただき、予算現額６７億５，２４１万６，０００円に対し、支出済

額は６２億３，１０６万９，７１４円、翌年度への継続費逓次繰越額５，１０６万９，０００円及

び繰越明許費繰越額４，８９９万５，０００円を差し引きまして、不用額は４億２，１２８万２，

２８６円となっております。

以上で、歳出の説明とさせていただきます。次のページをお願いします。

実質収支に関する調書でございます。歳入総額は６５億６，１２４万５，３８２円、歳出総額は

６２億３，１０６万９，７１４円、歳入歳出差引額は３億３，０１７万５，６６８円で、翌年度へ

繰り越すべき財源として、継続費逓次繰越額３，１４６万９，０００円及び繰越明許費繰越額２，

７２９万７，０００円、計５，８７６万６，０００円を差し引きまして、実質収支額は２億７，１

４０万９，６６８円となっております。

最後となりますが、財産に関する調書につきましては、決算書の３３１ページ以降に掲載をさせ

ていただきましたので、お目通しをお願いいたします。

以上で、議案第３号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

○４番（水口昭彦君） １点だけ。

○議長（犬伏博昭君） はい、水口議員。

○４番（水口昭彦君） 小休で。

○議長（犬伏博昭君） 小休します。

午後１時４０分 小休

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午後１時４２分 再開

○議長（犬伏博昭君） 小休前に引き続き、再開します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○議長（犬伏博昭君） 質疑はございませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第３号を採決します。

お諮りします。議案第３号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第８、議案第４号、令和４年度板野町特別会計国民健康保険歳入歳出

決算認定についてを議題とします。説明を求めます。山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） 議案第４号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

決算書の１７５ページをお願いいたします。

議案第４号、令和４年度板野町特別会計国民健康保険歳入歳出決算認定について。

板野町特別会計国民健康保険歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の意見を附し、

地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定を求めます。

令和５年９月１日提出でございます。

次のページの報告書及び審査意見書につきましては、お目通しをお願いいたします。

１８８ページをお願いいたします。歳入から御説明を申し上げます。

１款国民健康保険税、１項同じでございます。予算現額３億１，８３６万７，０００円に対しま

して、調定額は３億４，５９４万５，１８０円、収入済額は３億１，１８５万５，４７９円、対前年比

８．９％の減でございます。不納欠損額は１９５万５，７０４円、収入未済額は３，２１３万３，

９９７円でございます。１目一般被保険者国民健康保険税では３億１，１８２万９，０８０円の

収入となっております。収納率は、現年度分につきましては９６．６４％で、０．３８ポイントの

減となっております。１９０ページをお願いいたします。

６款県支出金、１項県補助金、１目保険給付費等交付金、１節普通交付金といたしまして１１億

１９万６，４１６円となっております。前年度より７．４％の減となっております。令和３年度に

比べ被保険者数の減に伴い、医療給付費も減少したため、振替処理を行う普通交付金も減少したも

のでございます。令和５年３月末での被保険者数は２，９４９人で５％の減となっております。次

のページをお願いいたします。２節の特別交付金といたしまして４，７７１万７，０００円の収入

となっております。特別調整交付金分の２，７０５万５，０００円については、結核・精神分の算

定について、令和４年度より国保連合会を通じて共同委託し、令和３年度分の調整額も加え、２，
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０７３万３，０００円の増となっております。

また、県繰入金の６２４万９，０００円については、保険税の激変緩和措置がなかったため、前

年度に比べ９４７万円の減となっております。

１０款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金といたしまして１億７，２９３万１，２

９３円を一般会計から繰入れいただいております。１節の保険基盤安定繰入金（税軽減分）として

７，２８２万９，２００円、２節（保険者支援分）では３，５６０万４，４７９円、税の軽減者数

に応じて交付をいただいております。被保険者数の減により、それぞれ２．２％、３．６％の減と

なっております。３節未就学児均等割保険料繰入金の８０万３，００２円につきましては、令和４

年度から未就学児の均等割保険料の半額が免除となり、減額された額の２分の１を国、残り４分の

１ずつを県と町で負担するものでございます。次のページをお願いいたします。

１１款繰越金、１項同じ、２目その他繰越金といたしまして、令和３年度からの繰越金が２，８

４９万８，４２６円となっております。次のページをお願いいたします。

１２款諸収入、４項雑入、５目一般被保険者等第三者納付金として１，６１６万７，７６２円の

収入となっております。交通事故による自賠責保険等からの収入でございます。

次のページをお願いいたします。

以上、歳入合計といたしまして、当初予算額１８億５，８４０万６，０００円を計上しておりま

したが、補正で１，８６６万３，０００円の増額をお認めいただき、予算現額１８億７，７０６万

９，０００円に対しまして、調定額は１７億１，３９０万５，０９６円、収入済額が１６億７，９８

１万５，３９５円で、１９５万５，７０４円の不納欠損処理をさせていただき、収入未済額は３，２１

３万３，９９７円となっております。

続きまして、歳出を御説明申し上げます。２００ページをお願いいたします。

１款総務費、予算現額４，０３７万２，０００円に対しまして３，８４３万１，１１９円の支出

となっております。職員の人件費及び事務費が主なものでございます。

次のページをお願いいたします。

２款保険給付費といたしまして、予算現額１３億２，０２７万２，０００円に対しまして１１億

１，９３２万８，４０７円の支出となっております。前年度より約７，４００万円、減少しており

ます。１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費では、前年度より約５，６００万円の減となっ

ております。次のページをお願いいたします。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費では、

前年度より１，５７０万円の減となっております。次のページをお願いいたします。

３款国民健康保険事業費納付金といたしましては４億７，３８８万１，７２０円となっておりま

す。次のページをお願いいたします。

６款保健事業費では１，５８６万９，０６８円の支出となっております。保健事業に係る人件費

及び特定健康診査の委託料が主なものでございます。

２１４ページをお願いいたします。
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以上、歳出合計といたしまして、当初予算額１８億５，８４０万６，０００円に補正で１，８６

６万３，０００円の増額をお認めいただき、予算現額１８億７，７０６万９，０００円に対しまし

て、支出済額は１６億４，９２４万７，０４９円、不用額は２億２，７８２万１，９５１円となって

おります。以上で、歳出の説明とさせていただきます。

２１６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１６億７，９８１万５，３９５円、歳出総額１６億４，９２４万７，０４９円、歳入歳

出差引額３，０５６万８，３４６円、実質収支額も同額となっております。

以上で、議案第４号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第４号を採決します。

お諮りします。議案第４号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第４号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第９、議案第５号、令和４年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。説明を求めます。岡田人権コミュニティ課長。

［人権コミュニティ課長（岡田 加代子君）登壇］

○人権コミュニティ課長（岡田 加代子君） 議案第５号が議題となりましたので、御説明申し上げ

ます。決算書の２１７ページをお願いいたします。

議案第５号、令和４年度板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について。

板野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の意見を

附し、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定を求めます。

令和５年９月１日提出でございます。

次のページの報告書・審査意見書は、お目通しをお願いいたします。

２２６ページをお願いいたします。歳入歳出決算事項別明細書の歳入から御説明申し上げます。

１款県支出金、１項同じ、１目土木費県補助金では、償還に係る住宅新築資金等貸付助成事業補

助金として、予算現額・調定額・収入済額いずれも同額の２５万５，０００円でございます。

２款諸収入、１項貸付金元利収入、１目住宅新築資金等貸付金元利収入では、過年度分として、

予算現額１，２００万円に対し、調定額２億１，６４４万２，５７８円、収入済額１，３３４万１
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０３円、収入未済額は２億３１０万２，４７５円となっております。収入済額は、前年度より１１

２万７，１９０円の増でございます。

３款繰越金、１項１目同じでございます。予算現額３３万５，０００円に対し、調定額・収入済

額、同額の３３万５，６８２円でございます。

以上、歳入合計といたしまして、当初予算額３５２万２，０００円を計上し９０７万円の増額補

正をお認めいただき、予算現額１，２５９万２，０００円に対し、調定額２億１，７０３万３，３

５２円、収入済額１，３９３万８７７円、収入未済額２億３１０万２，４７５円でございます。

次に、歳出の説明をさせていただきます。

２２８ページをお願いいたします。

１款貸付事業費、１項１目同じでございます。予算現額３４万２，０００円に対し、支出済額３

３万８，１９３円、不用額３，８０７円となっております。１２節委託料の電算システム委託料が

主な支出でございます。

２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金は、予算現額・支出済額いずれも同額の１，２

１５万円でございます。

以上、歳出合計といたしまして、当初予算額３５２万２，０００円を計上し９０７万円の増額補

正をお認めいただき、予算現額１，２５９万２，０００円に対し、支出済額は１，２４８万８，１

９３円、不用額は１０万３，８０７円でございます。

２３０ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１，３９３万８７７円に対し、歳出総額１，２４８万８，１９３円、歳入歳出差引額は

１４４万２，６８４円となっており、実質収支額も同額でございます。

以上で、議案第５号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第５号を採決します。

お諮りします。議案第５号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第５号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） ここで１０分間、休憩をします。

午後１時５７分 休憩
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午後２時０９分 再開

○議長（犬伏博昭君） 休憩前に引き続き、再開します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第１０、議案第６号、令和４年度板野町奨学金貸与事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題とします。説明を求めます。井内教育次長。

［教育委員会次長（井内幸美君）登壇］

○教育委員会次長（井内幸美君） 議案第６号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

決算書の２３１ページをお願いいたします。

議案第６号、令和４年度板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定について。

板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の意見を附し、

地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定を求めます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（西川 有君）午後２時１０分 退席

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

令和５年９月１日提出でございます。

次のページの報告書・審査意見書につきましては、お目通しをお願いいたします。

２４０ページをお願いいたします。

令和４年度板野町奨学金貸与事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書でございます。

最初に、歳入から御説明申し上げます。

１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、当初予算額６０２万４，０００円に対し

まして、補正予算で３１１万円を減額させていただき、予算現額２９１万４，０００円となり、調

定額・収入済額ともに２９１万３，０００円でございます。

２款諸収入、１項貸付金元利収入、１目奨学金貸付金元利収入、当初予算額１５０万円に対しま

して、補正予算で５７万４，０００円を減額させていただき、予算現額９２万６，０００円となり、

調定額９２万６，１００円、収入済額７４万５，１００円、収入未済額は１８万１，０００円でご

ざいます。

歳入合計といたしまして、当初予算額７５２万４，０００円に対しまして、補正予算で３６０万

８，０００円を減額させていただき、予算現額３９１万６，０００円となり、調定額３９１万５，

４００円、収入済額３７３万４，４００円でございます。

２４２ページをお願いいたします。歳出を御説明申し上げます。

１款貸付事業費、１項１目同じでございます。当初予算額６０２万３，０００円に対しまして、

補正予算で３１１万円を減額させていただき、予算現額・支出済額ともに２９１万３，０００円で

ございます。主な内訳といたしまして、貸付金の当初予算におきまして、高校生９名・大学生１５
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名と予定しておりましたが、令和４年度実績といたしまして、高校生６人・大学生８人でございま

した。

２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金、当初予算額１５０万円に対しまして、補正予

算で４９万７，０００円を減額させていただき、予算現額１００万３，０００円となり、支出済額

８２万１，４００円でございます。

３款予備費、１項１目同じで、予備費の支出はございませんでした。

歳出合計といたしまして、当初予算額７５２万４，０００円に対しまして、補正予算で３６０万

８，０００円を減額させていただき、予算現額３９１万６，０００円となり、支出済額３７３万４，

４００円でございます。

２４４ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額・歳出総額ともに３７３万４，４００円でございます。

以上で、議案第６号の説明とさせていただきます。

御審議を賜り、御承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第６号を採決します。

お諮りします。議案第６号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第６号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第１１、議案第７号、令和４年度板野町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題とします。説明を求めます。山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） 議案第７号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

決算書の２４５ページをお願いいたします。

議案第７号、令和４年度板野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。

板野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の意見を附し、

地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定を求めます。

令和５年９月１日提出でございます。

次のページの報告書及び審査意見書につきましては、お目通しをお願いいたします。

２５４ページをお願いいたします。歳入から御説明を申し上げます。
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１款後期高齢者医療保険料、１項同じでございます。予算現額１億３，９３０万６，０００円に

対しまして、調定額１億３，６８１万８，７６０円、収入済額は１億３，６０４万９，９００円、

対前年比５％の増でございます。不納欠損額は１２万５，０００円、収入未済額は６４万３，８６

０円となっております。１目特別徴収保険料では８，６５５万７，８００円の収入となっておりま

す。２目普通徴収保険料では４，９４９万２，１００円の収入となっております。普通徴収現年度

分の収納率は９８．７６％で、前年比１．６５ポイントの増でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（西川 有君）午後２時１７分 入席

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

なお、令和５年３月３１日現在の被保険者数は２，１８２人で、前年度より６６人の増となって

おります。

３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、予算現額５，８８９万円に対しまし

て、収入済額５，５４６万２，１２５円で、前年比６．２％の増となっております。事務費及び保

険料軽減に伴う保険基盤安定繰入金の一般会計からの繰入金でございます。

２５６ページをお願いいたします。

４款諸収入、４項雑入、１目同じでは５０万９，６０４円の収入となっております。これは、窓

口での２割負担が導入されたため、新たな保険証の郵送代として、広域連合から交付を受けたもの

でございます。

以上、歳入合計といたしまして、当初予算額１億９，８８４万７，０００円、補正予算として７

５万円の増額をお認めいただき、予算現額１億９，９５９万７，０００円に対しまして、調定額は

１億９，３６３万８，６２８円、収入済額は１億９，２８６万９，７６８円で１２万５，０００円

の不納欠損処理をさせていただき、収入未済額は６４万３，８６０円となっております。

続きまして、歳出について御説明申し上げます。

２５８ページをお願いいたします。

１款総務費では、予算現額２６０万５，０００円に対しまして２４４万１５１円の支出となって

おります。前年度より１１０万円増額となっておりますが、制度改正により、窓口負担の２割負担

が導入されたことによる保険証の郵送料とシステム端末の増設に伴う回線工事の委託料が発生した

ことが主な要因となっております。

２款納付金、１項同じ、１目後期高齢者医療広域連合納付金では１億８，８６８万２，６１８円

の支出となっております。被保険者の増に伴い、保険料も増加したため４．３％の増となっており

ます。２６０ページをお願いいたします。

以上、歳出合計といたしまして、当初予算額１億９，８８４万７，０００円、補正予算として７

５万円の増額補正をお認めいただき、予算現額１億９，９５９万７，０００円に対しまして、支出

済額は１億９，１２１万１，８６９円、不用額は８３８万５，１３１円となっております。
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以上で、歳出の説明とさせていただきます。

２６２ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１億９，２８６万９，７６８円に対しまして、歳出総額は１億９，１２１万１，８６９

円、歳入歳出差引額は１６５万７，８９９円、実質収支額も同額となっております。

以上で、議案第７号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第７号を採決します。

お諮りします。議案第７号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第７号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第１２、議案第８号、令和４年度板野町介護保険（保険事業）特別

会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。説明を求めます。楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） 議案第８号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

決算書の２６３ページをお願いいたします。

議案第８号、令和４年度板野町介護保険（保険事業）特別会計歳入歳出決算認定について。

板野町介護保険（保険事業）特別会計歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の意見を

附し、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定を求める。

令和５年９月１日提出でございます。

次のページの報告書及び審査意見書につきましては、お目通しをお願いいたします。

歳入から御説明申し上げます。２７４ページをお願いいたします。

１款保険料、１項介護保険料では、予算現額２億７，２４５万円に対しまして、調定額は２億７，

７０５万６，５７０円、収入済額は２億７，５４８万３，１８０円、対前年比０．３％の減でござ

います。不納欠損額７０万１，５８０円を計上し、収入未済額８７万１，８１０円でございます。

収入の内訳といたしまして、１節現年度分特別徴収保険料といたしまして２億４，９５３万４，０

４０円、２節現年度分普通徴収保険料といたしまして２，４６０万９，６８０円の収入となってお

り、現年度分の収納率は９９．７％となっています。

続きまして、３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金といたしまして３億１，



- 45 -

４４４万９，１９０円の収入で、前年度より１７．４％増となっておりますが、今年度、返還予定

の金額５，７６０万円が含まれています。

また、３款国庫支出金、２項国庫補助金といたしまして８，１８２万円の収入となっております。

２７６ページをお願いいたします。

４款支払基金交付金、１項同じ、１目介護給付費交付金では３億６，１１６万３，０００円の収

入となっております。前年度より２％減となっております。

続きまして、５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金といたしましては２億３，２

１５万１，８５４円の収入で、前年度と比較しまして１８．６％増となっておりますが、こちらも

今年度、返還予定の金額４，２１９万円が含まれています。

続きまして、７款の繰入金、１項一般会計繰入金といたしましては、１目介護給付費繰入金で１

億６，９９８万８，２１９円の収入となっております。

２７８ページをお願いいたします。

７款繰入金の２目その他一般会計繰入金といたしまして４，６８１万３，０２４円、３目低所得

者保険料軽減繰入金は２，１７３万６７５円の繰入金を頂いております。前年度から３．１％減少

しております。準備基金からの繰入れ、第三者求償は、令和４年度は発生していません。

２８０ページをお願いいたします。

９款の繰越金、１項１目同じでは、前年度からの繰越金１，７３４万１，７１５円が繰り越され、

歳入合計といたしまして、当初予算額１４億１，２７１万１，０００円、補正予算として８，６４

６万２，０００円をお認めいただき、予算現額１４億９，９１７万３，０００円に対しまして、調

定額１５億２，２６０万３，３６９円、収入済額は１５億２，１０２万９，９７９円で、不納欠損

額７０万１，５８０円、収入未済額が８７万１，８１０円となっております。

続きまして、歳出を御説明申し上げます。２８２ページをお願いいたします。

１款総務費でございます。予算現額５，２５３万２，０００円に対しまして４，６６５万３，２

７７円の支出となっております。前年度から４．２％減となっています。３項介護認定審査会費に

つきましては１，９６０万４，２３９円で、前年度から１．６％減少しています。

２８４ページをお願いいたします。

２款保険給付費でございますが、予算現額１３億５，２３４万円に対しまして１２億９，８３５

万４，０４８円の支出となっております。前年度より０．６％ですが、減少しております。主なも

のといたしまして１項介護サービス費の１目居宅介護サービス給付費が７億７，９５０万１，７７

２円、前年度から０．３％減、２目施設介護サービス給付費が３億４，５８０万６，２５６円で、

前年度から０．３％の増となっております。

２８６ページをお願いいたします。

２款保険給付費の２項介護予防サービス費では３，３４４万６，０３６円、前年度より１４．９

％減少しています。３項の高額介護サービス費、１目同じでは３，１４５万２，２３４円の支出で、
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前年度から３．３％減少しています。４項の高額医療合算介護サービス費、１目同じでは４２４万

７，９３０円の支出、前年度から９．７％減、５項特定入所者介護サービス費、１目同じでは３，

２７０万３，７３４円、前年度から１２．１％の減となっております。

２８８ページをお願いいたします。

３款地域支援事業費では、１項包括的支援事業・任意事業費で、主に人件費で２，０２２万８，

１４０円、前年度から１４．６％減少しています。

２９０ページをお願いいたします。

２項介護予防・生活支援サービス事業費では、要支援認定の方への訪問介護サービス等で２，６

２９万３，２３５円、前年度から１６．４％減少しています。

一番下になります、５款の基金積立金ですが２９２ページをお願いいたします。

１項同じ、１目介護給付費準備基金費として５４万７，８２７円、準備基金として積立てを行っ

ています。

７款諸支出金では、１項償還金及び還付加算金の２目償還金として１，７９４万２，２５０円、

国・県診療報酬支払基金への過年度精算金として支出を行っています。

以上、歳出合計といたしまして、当初予算額１４億１，２７１万１，０００円に補正で８，６４

６万２，０００円の増額をお認めいただき、予算現額１４億９，９１７万３，０００円に対しまし

て、支出済額は１４億１，４４４万１，３３７円、不用額は８，４７３万１，６６３円となってお

ります。２９４ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１５億２，１０２万９，９７９円、歳出総額１４億１，４４４万１，３３７円、歳入歳

出差引額１億６５８万８，６４２円、実質収支額も同額となっております。

以上で、議案第８号の説明を終わらせていただきます。

御審議をいただきまして、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第８号を採決します。

お諮りします。議案第８号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 日程第１３、議案第９号、令和４年度板野町介護保険（介護サービス事業）

特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。説明を求めます。楠本福祉保健課長。
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［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） 議案第９号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

決算書の２９５ページをお願いいたします。

議案第９号、令和４年度板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計歳入歳出決算認定について。

板野町介護保険（介護サービス事業）特別会計歳入歳出決算について、別添のとおり監査委員の

意見を附し、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定を求める。

令和５年９月１日提出でございます。

次のページの報告書及び審査意見書につきましては、お目通しをお願いいたします。

歳入から御説明を申し上げます。３０４ページをお願いいたします。

１款サービス収入、１項予防給付費収入、１目介護予防サービス計画費収入では、予算現額７０

０万２，０００円に対しまして、調定額５８０万７，０９０円、調定額どおりの収入でございます。

２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金といたしまして１２０万円の繰入れを頂い

ております。

３款繰越金、１項１目同じでは２９５万４，６５３円、前年度からの繰越しがされております。

以上、歳入合計といたしまして、当初予算額８２０万３，０００円、補正予算として２９５万３，

０００円の増額補正をお認めいただき、予算現額１，１１５万６，０００円に対しまして、調定額

は９９６万１，７４３円、調定額どおりの収入済額となっております。

続きまして、歳出について御説明申し上げます。３０６ページをお願いいたします。

１款のサービス事業費、１項介護予防支援事業費、１目同じでは、予算現額７６９万８，０００

円に対しまして５７９万９，５８４円の支出となっております。介護予防支援業務委託料３８６万

６００円が主な支出でございます。

以上、歳出合計といたしまして、当初予算額８２０万３，０００円、補正予算で２９５万３，０

００円の増額補正をお認めいただき、予算現額１，１１５万６，０００円に対しまして、支出済額

は５７９万９，５８４円、不用額は５３５万６，４１６円となっております。

３０８ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額９９６万１，７４３円に対しまして、歳出総額は５７９万９，５８４円、歳入歳出差引

額は４１６万２，１５９円、実質収支額も同額となっております。

以上で、議案第９号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（犬伏博昭君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第９号を採決します。
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お諮りします。議案第９号について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９号については、原案のとおり認定することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（犬伏博昭君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。本日は、これで散会します。

なお、明日１２日、午前１０時より本会議を再開し、引き続き、提出議案に対する審議を行いま

す。ありがとうございました。

午後２時３６分 散会


